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第１章 計画策定にあたって 
 

１. はじめに 
 

スポーツは、⼈々に⼤きな感動や楽しみ、活⼒をもたらし、⼈⽣をより豊かな充実したものに

するもので、スポーツ施設は、市⺠やアスリートの活動の場として重要な役割を果たします。 

 

これまでも市内に設置するスポーツ施設は、広く市⺠のスポーツ活動や健康づくり・レクリエー

ションの場として活⽤されてきましたが、⼈々の価値観やライフスタイルの変化により、各種運

動・スポーツ実施者の増加や、障がい者スポーツ、競技性の⾼いスポーツなどニーズの多様化に

対応するための施設整備が求められています。 

 

国においては、平成27 年にスポーツ庁が設置され、平成29 年3 ⽉に策定された第２期ス

ポーツ基本計画では、「⼀億総スポーツ社会」の創出を⽬指し、様々な施策が展開される中で、

2020 年東京オリンピック・パラリンピックの成功に向け、機運の醸成が図られています。 

また、佐賀県では平成 35 年（2023 年）に 47 年ぶりとなる国⺠体育⼤会・全国障害者

スポーツ⼤会が開催されることから、平成 29 年 3 ⽉に策定した佐賀県総合運動場等整備基

本計画の中で、⼤会開催に向けた県有施設の整備や⼤会後も県⺠に広く親しまれるような

施設整備に取組まれることとなっています。 

 

本市においても平成 27 年 3 ⽉に策定したスポーツ推進計画の中で、『誰もが親しめる市⺠

スポーツの充実』に向けて「⽣涯スポーツの推進」、「競技スポーツの推進」、「スポーツ施設の整

備と活⽤」を基本施策として、さまざまな取組みを⾏っているところですが、その「受け⽫」となる

スポーツ施設の現状を⾒ると、施設の⽼朽化をはじめ、規模・機能の⾯で多くの課題を抱えて

います。 

 

このような中、市⺠の快適･安全な利⽤や多種多様化するスポーツ活動への対応、スポーツ

による交流⼈⼝の拡⼤や地域活性化を図るためのプロチームなどの合宿・キャンプ、⼤規模⼤

会誘致に取組み、さらに平成 35 年（2023 年）の国⺠体育⼤会・全国障害者スポーツ⼤

会の開催等、県都佐賀市として、今後必要なスポーツ施設の整備に取組んでいく必要がある

と考えます。 

 

    このことから、「佐賀市スポーツ施設等整備基本計画策定検討委員会」を設置し、本市のス

ポーツ施設の現状と課題を踏まえ、今後のスポーツ施設の整備における基本⽅針や整備の⽅

向性を盛り込んだ「佐賀市スポーツ施設整備基本計画」を策定いたしました。 
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２. 関連計画 

 

    佐賀市スポーツ施設整備基本計画は、国のスポーツ基本法（第２期スポーツ基本計画）、

第２次佐賀市総合計画や佐賀市スポーツ推進計画などを踏まえて策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-スポーツ基本法(平成 23 年)-
〔スポーツ施設の整備等（第 12 条抜粋）〕 

・⾝近にスポーツに親しむことができ、競技⽔準の向上を図るための施設整備 

・利⽤者の需要に応じた、施設の運⽤改善 
・スポーツ施設への指導者の配置 
・利⽤者の安全確保や障害者等の利便性の向上 
「第２期スポーツ基本計画」（平成 29 年 3 ⽉） 
（施策） 

・既存施設の有効活⽤や、オープンスペース等のスポーツ施設以外でのスポーツが出来る場の創出 

   ・ストックの適正化と安全で多様なスポーツ環境の持続的な確保を⽬指す 

［計画期間：平成 29 年度〜36 年度］ 

-第２次佐賀市総合計画(平成 27 年 3 ⽉)- 

「豊かな⾃然とこどもの笑顔が輝くまち さが」の実現に向けた基本政策 

〔基本⽅針〕ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅⼒ある⼈と⽂化を育むまち 

 （施策）誰もが親しめる市⺠スポーツの充実 

[計画期間：平成 27 年度〜36 年度] 

 
-佐賀市教育振興基本計画- 

[計画期間：平成 27 年度〜31 年度] 
-佐賀県スポーツ推進計画- 

スポーツで地域を元気に 

[計画期間：平成26年度〜35年度]

-佐賀市スポーツ推進計画(平成 27 年 3 ⽉)-
市⺠誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに接することのできる環境づくり 

 
 
 
 
 

[計画期間：平成 27 年度〜31 年度]

競技スポーツの推進 ⽣涯スポーツの推進 

スポーツ施設の整備と活⽤

-佐賀市公共施設等総合管理計画-
（平成 29 年３⽉） 

佐賀市スポーツ施設整備基本計画
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３. 計画の期間 

 

    本計画の期間は、平成 30 年度から平成 39 年度（2018 から 2027）までの 10 年間と

します。 

    国⺠体育⼤会･全国障害者スポーツ⼤会までの向こう５年間を前期、スポーツの充実・定

着期として、後５年を後期と位置づけます。また、佐賀市総合計画や佐賀市スポーツ推進計

画など上位計画との整合性を図りながら、必要に応じ本計画の⾒直しを⾏なうこととします。 
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第２章 スポーツ施設の現状と課題 
 

１. スポーツ施設の配置と概要 
 

   1）市内のスポーツ施設の配置 

本市のスポーツ施設は、平成 17 年及び平成 19 年の市町村合併を経て、それまで各市町

村で所有していた施設をそのまま引継ぎ、平成 18 年に諸富⽂化体育館多⽬的室、平成 26

年には佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場を新設したことにより、現在 38 施設を市

内各所に設置している状況です。 

さらに、佐賀県総合運動場をはじめとする県有施設、そして⺠間のスポーツ施設として、テニ

ス場やスキー場、フットサル場、ボウリング場、トレーニングジムなどが配置されているところです。 

なお、⾝近なスポーツ活動の場として市⽴の⼩・中学校の学校体育施設（体育館、グラウ

ンド）の活⽤を⾏っています。 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸富⽂化体育館 健康運動センター健康運動館

健康運動センターサッカー・ラグビー場市⽴野球場 
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【スポーツ施設の配置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧市町村境界線 

 ●グラウンド 

 ■体育館 

 ▲テニスコート 

 ◎野球場 

 ★⼸道場 

 ◆武道場 

 ○屋外プール 

 ●屋内プール 

 □スポーツルーム等 

 ◇相撲場 

 ★サッカー・ラグビー場 

 ■富⼠しゃくなげ湖 

県有施設 

⺠間施設 

〔5〕三瀬勤労福祉センター 

〔23〕三瀬グラウンド 

〔36〕三瀬プール 

〔22〕富⼠⼭村広場 

〔富⼠しゃくなげ湖〕 旧三瀬村 ●■
○

旧富⼠町 スキー場 
● 

● 

■ 

〔20〕春⽇運動広場 

〔34〕春⽇運動広場テニスコート●□ 

◇ 

〔10〕富⼠運動広場室内練習場 

〔21〕富⼠運動広場 

〔38〕富⼠運動広場相撲場 ● 

フットサル場 
旧⼤和町

テニス場 

〔4〕⼤和勤労者体育センター 

〔19〕⼤和中央公園⾃由広場 

〔33〕⼤和中央公園テニスコート 

●▲ 〔13〕健康運動センター健康運動館 

〔16〕健康運動センター多⽬的グラウンド 

〔29〕健康運動センターサッカー・ラグビー場

●

●■
▲ 

旧佐賀市

●● 

●★ 

〔17〕嘉瀬川河川敷北グラウンド 〔1〕佐賀勤労者体育センター 

〔14〕市⺠運動広場 県総合体育館

■●

県総合運動場

〔2〕市⽴体育館 

〔31〕市⽴テニスコート 

⾺術場 ●●

勤労⾝体障害者教養⽂化体育館〔15〕⻄神野運動広場 

〔18〕諸富公園多⽬的広場 

〔32〕諸富公園テニスコート 

旧久保⽥町 
旧諸富町佐賀県⽴森林公園

（県営球場・テニスコート） 

〔27〕久保⽥グラウンド 

〔28〕久保⽥補助グラウンド 

●
■
▲ 

●▲
◎★ 

● 
■ 

◆ 〔3〕諸富⽂化体育館 

〔8〕諸富⽂化体育館多⽬的室 旧川副町
●▲
□ 

〔7〕市⽴⼸道場 

〔30〕市⽴野球場 旧東与賀町 ●■◆ 

★○ 〔25〕川副運動広場 ●

〔12〕東与賀運動公園スポーツルーム

〔26〕東与賀運動公園運動広場 

〔35〕東与賀運動公園テニスコート 九州佐賀国際空港
空港公園多⽬的広場 

〔6〕スポーツパーク川副体育センター 

〔9〕スポーツパーク川副武道館 

〔11〕スポーツパーク川副トレーニングハウス

〔24〕スポーツパーク川副多⽬的広場 

〔37〕スポーツパーク川副市⺠プール 
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２）市有スポーツ施設の概要    

スポーツ施設を施設区分ごとに⾒ると、屋内施設として体育館が６施設、武道場が３施設、

スポーツルーム等が３施設、健康増進施設（屋内プールなど）が１施設、屋外施設としてグラ

ウンドが 15 施設、サッカー・ラグビー場が 1 施設、野球場が１施設、テニスコートが５施設、屋外

プールが２施設、相撲場が１施設となっています。 

  また、建設年を⾒てみると、38 施設中 22 施設が昭和 62 年以前（全体の 58％）で、建

設から 30 年以上の年数が経っており、施設の⽼朽化が進んでいる状況です。 

 

○屋内施設（13 施設） 

※1  ⼤規模改修のため H28 年 9 ⽉〜3 ⽉まで閉鎖（H27 年度の利⽤者数を記載） 

 

 

区分 施設名 建設年 主な概要 

H28 年度 

利⽤者数

（⼈） 

体
育
館
︵
６
︶ 

[1]佐賀勤労者体育センター 
S55 年 

(改修 H28 年)

フロア⾯積 1,085 ㎡              

バレーボール・バスケットボール 2 ⾯/バドミントン 8 ⾯/ 

卓球台15台/フットサル1⾯  ・２F練習場（卓球台2台） 

 

21,946

(52,644)※１

[2]市⽴体育館 H8 年 

フロア⾯積 1,221 ㎡              

バレーボール・バスケットボール 2 ⾯/バドミントン 8 ⾯/ 

卓球台 21 台  ・トレーニング施設  ・ミーティング室 

67,052

[3]諸富⽂化体育館 H8 年 

フロア⾯積 1,449 ㎡              

バレーボール・バスケットボール 2 ⾯/バドミントン 6 ⾯/ 

卓球台 9 台  ・トレーニング室  ・会議室 ・控室 

・１F 可動席（1,000 席）・２F 観覧席（297 席） 

65,841

[4]⼤和勤労者体育センター S57 年 

フロア⾯積 1,016 ㎡              

バレーボール・バスケットボール 2 ⾯/バドミントン 6 ⾯ 

・２Ｆ卓球場（5 台） 

41,932

[5]三瀬勤労福祉センター S58 年 
フロア⾯積 787 ㎡    

バレーボール 2 ⾯/剣道 4 ⾯/バドミントン 3 ⾯/卓球台 5 台 
10,685

[6]スポーツパーク川副体育センター 
S56 年 

(改修 H27 年)

フロア⾯積 1,176 ㎡              

バレーボール 3 ⾯/バスケットボール 2 ⾯/バドミントン 6 ⾯/ 

フットサル 1 ⾯、卓球台 19 台 

26,206

武
道
場
︵
３
︶ 

[7]市⽴⼸道場 H7 年 
550 ㎡ 

・近的射場 10 ⼈⽴ ・遠的射場 6 ⼈⽴ 
7,758

[8]諸富⽂化体育館多⽬的室 H18 年 
321 ㎡ 

・柔道１⾯/空⼿・太極拳 
5,467

[9]スポーツパーク川副武道館 S61 年 
1,045 ㎡ 

・剣道場 2 ⾯  ・柔道場 2 ⾯  ・⼸道場近的３⼈⽴ 
10,710

ス
ポ
�
ツ
ル
�
ム
等
︵
３
︶ 

[10]富⼠運動広場室内練習場 S46 年 
345 ㎡ 

・剣道 1 ⾯/卓球台 4 台 
279

[11]スポーツパーク川副 

トレーニングハウス 
H６年 

853 ㎡                      

・トレーニングルーム  ・バラエティールーム  ・会議室 
8,881

[12]東与賀運動公園スポーツルーム 
S41 年 

(改修 S63 年)

440 ㎡ 

・第１体育室（ダンス、軽スポーツなど） 

・第２体育室（卓球台 5 台） 

5,135

健
康
増
進
施
設
︵
１
︶ 

[13]健康運動センター健康運動館 H15 年 

4,769 ㎡ 

・温⽔プール（25ｍ×7 コース・可動床有） 

・トレーニングルーム ・スタジオ ・⼊浴施設 / ・多⽬的室 

193,423
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○屋外施設（25 施設） 

区分 施設名 建設年 施設概要 

H28 年度 

利⽤者数

（⼈） 

グ
ラ
ウ
ン
ド
︵

15
︶ 

[14]市⺠運動広場 H 元年 
19,548 ㎡ 

野球１⾯/ソフト 1 ⾯/サッカー１⾯ 
38,800

[15]⻄神野運動広場 S57 年 
10,200 ㎡ 

少年野球１⾯/ソフト１⾯ 
25,816

[16]健康運動センター 

多⽬的グラウンド 
H15 年 

20,000 ㎡ 

野球２⾯/ソフト４⾯/サッカー２⾯ 
46,648

[17]嘉瀬川河川敷北グラウンド S53 年 
45,720 ㎡ 

野球４⾯ 
1,356

[18]諸富公園多⽬的広場 S58 年 
8,000 ㎡ 

野球１⾯/ソフト２⾯ 
35,405

[19]⼤和中央公園⾃由広場 S55 年 
21,138 ㎡ 

野球２⾯/ソフト４⾯ 
22,013

[20]春⽇運動広場 S57 年 
12,388 ㎡ 

野球１⾯/ソフト２⾯ 
13,620

[21]富⼠運動広場 
S28 年 

（改修 S52 年）

8,500 ㎡ 

野球１⾯/ソフト１⾯ 
4,749

[22]富⼠⼭村広場 S61 年 
17,800 ㎡ 

野球２⾯/ソフト２⾯ 
3,330

[23]三瀬グラウンド 
S56 年 

(改修 H27 年) 

9,650 ㎡ 

野球１⾯/ソフト 2 ⾯ 
8,395

[24]スポーツパーク川副多⽬的広場 H６年 
24,700 ㎡ 

野球２⾯/ソフト４⾯/サッカー２⾯/ラグビー1 ⾯ 
38,222

[25]川副運動広場 S59 年 

32,972 ㎡ 

・野球１⾯/ソフト１⾯  

・ゲートボール１⾯  ・グラウンドゴルフ１⾯ 

22,637

[26]東与賀運動公園運動広場 S51 年 
12,682 ㎡ 

野球１⾯/ソフト１⾯ 
23,177

[27]久保⽥グラウンド H 元年 
10,521 ㎡ 

野球１⾯/ソフト１⾯ 
6,290

[28]久保⽥補助グラウンド H８年 
9,921 ㎡ 

サッカー/グラウンドゴルフ 
14,501

ラ
グ
ビ
�
場
︵
１
︶

サ
�
カ
�･  [29]健康運動センター 

サッカー・ラグビー場 
H26 年 

19,500 ㎡                  

・天然芝１⾯ 

・⼈⼯芝１⾯ 

67,955

野
球
場
︵
１
︶

[30]市⽴野球場 H８年 

12,613 ㎡                  

・両翼 93ｍ/中堅 120ｍ 

・内野席 2,400 ⼈ 

13,051

テ
ニ
ス
コ
�
ト
︵
５
︶ 

[31]市⽴テニスコート H８年 
5,638 ㎡                   

・砂⼊り⼈⼯芝コート８⾯ 
52,306

[32]諸富公園テニスコート S60 年 
1,314 ㎡  

クレーコート２⾯ 
5,042

[33]⼤和中央公園テニスコート S58 年 
2,740 ㎡ 

・ハードコート２⾯  ・クレーコート２⾯ 
10,511

[34]春⽇運動広場テニスコート S56 年 
2,964 ㎡  

クレーコート４⾯ 
26,738

[35]東与賀運動公園テニスコート H３年 

3,650 ㎡ 

・砂⼊り⼈⼯芝コート２⾯・クレーコート２⾯ 

・壁打コート１⾯ 

7,342

屋
外
プ
�
ル
︵
２
︶ 

[36]三瀬プール H10 年 
1,286 ㎡                   

25ｍ×5 コース 
2,521

[37]スポーツパーク川副市⺠プール S49 年 
2,800 ㎡                   

50ｍ×8 コース 
2,313

相
撲
場
︵
１
︶ 

[38]富⼠運動広場相撲場 S59 年 
440 ㎡  

⼟俵１⾯ 
40
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３）県有スポーツ施設の概要（参考） 

市内には、佐賀県総合運動場、佐賀県総合体育館などの県有施設があり、本市のスポーツ施

設と合わせて、市⺠のスポーツ活動の場として活⽤されています。 

佐賀県では、平成 29 年 3 ⽉に策定された「佐賀県総合運動場等整備基本計画」において、

佐賀県総合運動場を中⼼に、国⺠体育⼤会・全国障害者スポーツ⼤会の開催等を契機として、

県内スポーツの⼀⼤拠点として⽣まれ変わらせることを念頭に県有施設の整備について検討がなさ

れています。 

 

区分 施設名 建設年 主な概要 
H 28 年度 

利⽤者（⼈）

県
総
合
運
動
場 

陸上競技場 S45 年 第２種公認陸上競技場、天然芝 1 ⾯  86,310

補助競技場 S44 年 400ｍ×６レーン、天然芝 1 ⾯  101,972

第 2 補助競技場 S49 年 野球/ソフトボール 2 ⾯/サッカー・ラグビー1 ⾯ 25,064

球技場 
S45 年 

(改修 H29 年) 
サッカー・ラグビー2 ⾯（⼈⼯芝） 7,874

庭球場 S49 年 砂⼊り⼈⼯芝 14 ⾯、壁打コート 0.5 ⾯ 57,775

⽔泳場 S43 年 50ｍ（屋外）、25ｍ（屋内）、⾶込（屋外） 83,530

ボクシング場 S63 年 ボクシングリング 1 基 993

フェンシング場 S63 年 ピスト 3 ⾯ 4,669

エアーライフル場 H 元年 10 射座（うちビームライフル⽤ 3 射座） 755

「アリーナ」 予定 ※新たな施設としての整備検討 ー

⾺術場 Ｓ49 年 12,462 ㎡、管理棟、⾺場、⾺房、厩舎 2,025

県
総
合
体
育
館 

⼤競技場 

S61 年 

バレーボール 3 ⾯/バスケットボール 2 ⾯/バドミントン 10 ⾯/卓球 20 台 73,419

⼩競技場 バレーボール 2 ⾯/バスケットボール 1 ⾯/バドミントン 6 ⾯/卓球 8 台 38,429

柔道場 
延床⾯積 1,023 ㎡ 

公式 2 ⾯、観覧席 180 23,355

剣道場 
延床⾯積 1,023 ㎡ 

公式 2 ⾯、観覧席 180 19,185

⼸道場 
延床⾯積 272 ㎡ 

近的 10 ⼈⽴ 13,421

体操場 
延床⾯積 1,078 ㎡ 

選⼿控室、体操競技⽤具⼀式 14,545

相撲場 
延床⾯積 155 ㎡ 

観覧席 350 2,094

トレーニング場 
延床⾯積 389 ㎡ 

トレーニング器具⼀式 24,294

体
育
館 

市
村
記
念

競技場 S38 年 
バレーボール 2 ⾯/バスケットボール 2 ⾯、 

バドミントン 6 ⾯/卓球 18 台 51,674

教
養
⽂
化
体
育
館 

勤
労
⾝
体
障
害
者

体育室 

S58 年 

バレーボール 2 ⾯/バスケットボール 1 ⾯/バドミントン 3 ⾯ 

17,416
多⽬的ホール 卓球 3 台 

森
林
公
園 

佐
賀
県
⽴ 

県営球場 Ｈ11 年 
13,732 ㎡ 

・両翼 99.1ｍ/中堅 122ｍ・内野席 11,850 ⼈ 70,114

テニスコート Ｓ54 年 砂⼊り⼈⼯芝 8 ⾯ 24,045

アーチェリー場 Ｈ11 年 18ｍ〜90ｍの 6 つのシューティング 2,152

空
港
公
園 

九
州
佐
賀
国
際 

多⽬的広場 S38 年 

ソフトボール 4 ⾯/サッカー・ラグビー2 ⾯ 

ー

出典：佐賀県スポーツ施設ガイド他 

（H29.3 末 現在）
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2. スポーツ施設の利⽤状況 
 

1）市有スポーツ施設の利⽤状況 

スポーツ施設全体の利⽤者数は、近年（過去 5 年）の状況をみると、年ごとに開催される⼤

会等によって増減はあるものの、約 90 万⼈台で推移しています。 

 
 施設数 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 

全 体 38 926,599 985,752 944,440 968,655 958,093 

 屋内施設 13 441,838 501,533 463,041 478,143 465,315 

 屋外施設 25 484,761 484,219 481,399 490,512 492,778 

 

○屋内施設 

・体育館については、年間平均約 24 万⼈が利⽤しており、施設の稼働率※1 をみても、平均約

８割で、スポーツ施設全体の中でも⾼い利⽤率となっています。 

・健康増進施設（佐賀市健康運動センター健康運動館）については、平成15 年の開館以来、

増加しており、平成 28 年度においては 19 万⼈を超える利⽤者数となっています。 
 ※１資料編（スポーツ施設の稼働率） 

※２  主に諸富⽂化体育館で開催されたインターハイ（ボクシング）での増加 
※３  佐賀市健康運動センター健康運動館（温⽔プール、トレーニングルーム、スタジオ） 

区分 施設数 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 

体育館 6 228,944 285,099※2 241,603 242,583 233,662 

武道場 3 26,551 26,327 22,823 29,678 23,935 

ｽﾎﾟｰﾂﾙｰﾑ等 3 16,747 14,025 15,458 18,469 14,295 

健康増進施設※3 1 169,596 176,082 183,157 187,413 193,423 

合 計 13 441,838 501,533 463,041 478,143 465,315 

[利⽤者数] 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

体育館（6）

武道場（3）

ｽﾎﾟｰﾂﾙｰﾑ等（3）

健康増進施設（1）

[利⽤者数] 

単位：⼈ 

単位：⼈ 

単位：⼈ 

850,000

900,000

950,000

1,000,000

Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度単位：⼈ 
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○屋外施設 

・平成 26 年開設の「佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場」では⼤会等が多く開催され、

利⽤者数は年々増加しています。 

・テニスコートについては、全体的に増加傾向にあり、特に「市⽴テニスコート」においては稼働率が

８割を超えるなど飽和状態となっている状況もみられます。 

・屋外プールについては、利⽤期間が限定されることもあり、利⽤者が少ない現状となっています。

有効活⽤策として地域の学校利⽤を⾏なっています。 

 

[利⽤者数]                                      

区分 施設数 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 

グラウンド 15 375,253 370,448 317,445 308,532 304,959 

サッカー・ラグビー場 1 - - 51,508 59,317 67,955 

野球場 1 13,995 12,804 12,617 11,616 13,051 

テニスコート 5 89,025 96,647 97,331 106,396 101,939 

屋外プール 2 6,488 4,219 2,440 4,651 4,834 

相撲場 1 0 101 58 0 40 

合 計 25 484,761 484,219 481,399 490,512 492,778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：⼈ 

単位：⼈ 
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２）学校体育施設の利⽤状況 

現在、市内にある⼩・中学校の学校体育施設は市⺠のスポーツ活動の場などとして広く開放※し 

ています。過去 5 年の推移をみると全体で平均約 79 万⼈、体育館にあっては約 50 万⼈の利⽤

があることから「地域スポーツの場」としての有効利⽤が図られています。 

 

 

 
 
 
 

[利⽤者数]                                  
区分 施設数 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 

体育館 48 506,367 502,838 493,329 500,254 472,418

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 50 334,015 316,035 304,692 272,363 233,353

合計 98 840,382 818,873 798,021 772,617 705,771

 

３）県有スポーツ施設の利⽤状況 

市⺠のスポーツ活動において、⼤規模なスポーツ⼤会などは主に県有施設が利⽤されたり、市有

スポーツ施設と併⽤で利⽤されたりすることがあります。また、県有施設には現在の市有施設では対

応できない、陸上競技やボクシング、フェンシング、ライフル、体操といった競技（種⽬）に対応でき

る施設があり、⽬的に応じて有効に活⽤されています。 

 

[利⽤者数]                                                
区分 施設数 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 

県総合運動場 10 309,154 323,203 354,580 355,390 370,967

県総合体育館 8 163,536 198,028 164,749 175,935 208,742

市村記念体育館 1 56,567 45,726 53,069 54,276 51,674

県⽴森林公園 

（ ）は県営球場利⽤者 
3 

202,722

（179,716）

156,600

（134,010）

117,463

（96,399）

105,707 

（82,147） 

96,311

（70,114）

勤労⾝体障害者 

教養⽂化体育館 
1 22,825 24,370 25,382 26,032 17,416

有明佐賀国際空港公園 1 利⽤者数の統計なし 

合計 24 754,804 747,927 715,243 717,340 745,110

 
 
 

※学校体育施設開放事業 

 ○市内⼩・中学校の学校体育施設を学校教育に⽀障のない範囲で、 

スポーツや地域交流の場として開放 

 ○各学校単位で「学校体育施設開放運営委員会」を設置 

 ○市内⼩・中学校 53 校中 52 校で実施（平成 28 年度実績） 

単位：⼈ 

単位：⼈ 

（佐賀県への照会） 
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３. スポーツ施設の現状について 
 

１）施設の配置 

市有スポーツ施設は、それぞれの⽤途に合わせ市内各所に設置しており、今後も市⺠の⾝近

なスポーツ活動の場として確保していく必要があります。 

しかし、合併後 10 年が経過し、⼈⼝減少や少⼦⾼齢化の動き、市⺠の活動エリアや施設の

周辺環境も変化している中で、スポーツ施設については統廃合や集約、エリア化などの観点から

の再配置は進んでいないのが現状です。 

  

２）施設の程度 

施設の⽼朽化が進んでおり、利⽤に⽀障をきたしている現状が⾒られます。また、建設当初の

ままとなっている設備があり、不具合が多く⾒られる状況です。   

 

３）施設の規模･仕様 

市⺠のスポーツ活動や市⺠レベルの⼤会などには対応できる⼀定の規模・仕様となっています

が、全体的に⼩規模で、設備や⽤具（備品）なども必要最⼩限の整備となっています。また、

施設全体のユニバーサルデザイン化なども進んでいない状況で、⾝体の不⾃由な⽅や⼤会運営

側の視点、⼤規模⼤会やプロキャンプ、合宿誘致などといった視点から⾒ると利⽤しづらい施設が

⾒られます。 

 

４）施設の利⽤ 

施設の利⽤状況は、市有スポーツ施設と市内学校体育施設で年間約 174 万⼈となり、⼀

定の利⽤がなされていると考えられます。しかし、個々の施設の利⽤状況を⾒ると⾼い数値で推

移している施設や逆に極端に低い施設も⾒られます。また体育館などの稼働率の⾼い施設やテ

ニスコートなど競技種⽬に特化した施設では利⽤が飽和状態となっており、⼤会利⽤と⼀般利⽤

が競合している現状なども⾒られます。 

 

[利⽤者数]                                               単位：⼈ 

 施設数 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 

スポーツ施設 38 926,599 985,752 944,440 968,655 958,093

学校体育施設 98 840,382 818,873 798,021 772,617 705,771

合計 136 1,766,981 1,804,625 1,742,461 1,741,272 1,663,864
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５）利⽤者の意⾒ 

 各施設ごとの状況や市⺠やスポーツ団体などからの主な意⾒、要望は、以下のとおりです。 

 

○屋内施設に関する意⾒ 

  ・施設や設備の⽼朽化がみられる 

（体育館の⾬漏り、トレーニング機器など） 

  ・⼤規模な⼤会に対応できる観覧席がない 

  ・諸室がない（⼤会開催に必要な本部役員・審判員の控え室など） 

  ・空調設備がない（諸富⽂化体育館を除く施設） 

  ・体育館の照明が暗い 

  ・武道場が⼩規模であり、⼤会等の開催が難しい   

  ・駐⾞場が不⾜している     

                   

 

 

 

                   

 

 

○屋外施設に関する意⾒ 

  ・設備の⽼朽化がみられる（グラウンドのスコアボード、バックネットやテニスコートの⼈⼯芝など） 

  ・グラウンドの防球フェンスが低い    

  ・熱中症対策が必要（屋根付観覧席の設置など）   

  ・駐⾞場が不⾜している 

 

○施設の新設に関する意⾒ 

  ・屋根付グラウンドの整備 

  ・武道館の新設 

  ・ボート・カヌー競技施設の整備（富⼠しゃくなげ湖） 

  ・⼤規模⼤会が開催できるスポーツ施設の整備 

  ・サブグラウンドの整備（野球場） 

  ・テニスコートの新設（増設） 

 

○施設の管理運営に関する意⾒ 

  ・管理者による「安全点検」や利⽤者も⼀体となった「整理・整頓・清掃（3S）」などの徹底 

  ・施設の案内・誘導看板が少ない 

  ・施設の名称は市町村合併後も変更されていない 

  ・施設の PR を積極的に⾏うべき 

 

 
    



第２章 スポーツ施設の現状と課題 

14 

４. スポーツ施設の課題 

 

これまでの現状を踏まえ、本市のスポーツ施設の課題を以下のように整理しました。 

       

課題１  ⽼朽化の進んだ施設や設備の不⾜、不具合がみられます                             

⽼朽化が著しい施設や設備などが建設当初のままとなっている施設があることから、計画的な改

修を検討する必要があります。 

    

 

課題 2  地域スポーツに対応できる施設の確保が必要です                              

市⺠のニーズや利⽤状況に応じた施設の機能の拡充が必要であるとともに、学校体育施設との

連携を図りながら、⾝近な⽣活圏におけるスポーツ施設の整備を検討する必要があります。 

 

 

課題３  利⽤の少ない施設や活⽤ができていない施設がみられます                           

稼働率の⾼い施設がある⼀⽅で、活⽤されていない（稼働率の低い）施設については、将来の

ニーズを⾒極めつつ、機能の⾒直しを図りながら改築や廃⽌について検討する必要があります。 

 

 

課題４  各種競技に柔軟に対応できる施設が不⾜しています                               

特定の競技に対応するだけでなく、施設を有効利⽤するために、各種競技に対応できる機能・

仕様等の整備を検討する必要があります。 

 

 

課題 5  障がい者スポーツに対応できる施設が必要です                         

本市のスポーツ施設は、多⽬的トイレやスロープなど⼀定のバリアフリー対策はなされているものの、

施設全体がユニバーサルデザインの仕様とはなっておらず、⼦どもや⾼齢者、また⾝体の不⾃由な

⽅々にとって使いづらい状況がみられます。 

障がい者スポーツの推進にあたっては、パラリンピックの競技種⽬も拡充される中、本市のスポーツ

推進の取組みにおいても重要な位置付けであり、今後の施設整備にあたっては、ユニバーサルデザイ

ンに沿った整備に努め、すべての⼈が⼀緒になってスポーツを楽しむことができる環境づくりが必要で

す。 
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課題６  ⼤規模な⼤会に対応できる施設が不⾜しています                              

本市は県内最⼤の都市であり、交通の利便性に優れているにも関わらず、スポーツ施設において

は、⼤規模⼤会の開催に対応できる規模や機能、仕様が⼗分ではないことから、全国・九州・県レ

ベルの⼤会の開催などの受け⼊れが難しい状況となっています。 

特に体育館などの屋内施設については、観覧席や必要な諸室を備えておらず、「観るスポーツ」、

「⽀えるスポーツ」に対応できていない施設がほとんどです。 

平成35年（2023年）の「佐賀国体・全国障害者スポーツ⼤会」に対応することや、⼤規模な

⼤会を積極的に誘致できるような施設の整備、改修を検討する必要があります。 

 

課題７  合宿誘致に対応できる施設が必要です                                 

「スポーツツーリズム」の推進として、プロキャンプ、合宿誘致に積極的に取り組んでいくためには施

設に必要な規模や機能・仕様等を考慮した施設整備、柔軟に対応できる運⽤が求められていま

す。 

 

課題８  災害時の避難所としての機能を果たす施設が必要です                      

市のスポーツ施設は、災害時の緊急避難場所としても有効利⽤できるよう、防災対策の視点か

ら機能向上を図っていくことが求められています。 
 

 

〔参考〕 

施設区分 施設名（地区名） 避難所区分 対応災害種別 
附帯設備 

シャワー 空調 

サッカー・ラグビー場 佐賀市健康運動センター 拠点避難場所※1 ⼤規模災害 ○ ○ 

体育館 諸富⽂化体育館 

（諸富地区） 

3 次避難所※2 

地震・⼤⾬・⾼潮・津波 ○ ○ 

⼤和勤労者体育センター 

（⼤和・川上地区） 
地震・⼤⾬・⼟砂災害 ○ × 

三瀬勤労福祉センター 

（三瀬地区） 
地震・⼤⾬・⼟砂災害 × × 

スポーツパーク川副武道館 

（川副・南川副地区） 
地震・⼤⾬・⾼潮 × × 

スポーツパーク川副体育センター

（川副・南川副地区） 
地震・⼤⾬・⾼潮 ○ × 

（佐賀市地域防災計画） 

 

※１ ⼤規模災害から避難者の⽣命を保護するための、⽐較的郊外にある必要な⾯積を有する公園、グラウンド、公共空地等で、 

各防災関係機関の救援活動拠点としても活⽤できる場所。 

※2 災害時に避難者を⼀時的に収容し保護する学校、公⺠館など既存建築物等の施設で、災害の状況に応じて順次開設され

る。 
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第３章 スポーツ施設整備の基本⽅針 
 

１. 整備にあたっての基本的な考え⽅ 

施設の整備にあたっては、「⽼朽化の度合い」、「利⽤状況」、「⽤途別の施設数」、「⽴地のバラ

ンス」、「学校体育施設や県有施設との相互利⽤」、「⺠間施設との共存」、「避難施設としての位

置づけ」などのさまざまな視点を持つことが重要です。 

また、今後の⼈⼝推移や財政事情、市⺠ニーズの多様化に加え、平成 35 年（2023 年）の

国⺠体育⼤会・全国障害者スポーツ⼤会の開催とその後の利活⽤を踏まえ、⼤規模改修や建替

え等の整備⽅針について、その優先度・重要度を考慮して策定し、計画的・効率的な整備を進め

ていきます。 

 

２. 基本⽅針 

今後の施設整備にあたって本市が⽬指すべき⽅向性を次の６つとします。 

 

基本⽅針 1 安全・安⼼・快適に利⽤できる施設を整備します。  

  ・⽼朽化の著しい施設は、将来のニーズを⾒極めた上で、施設の安全性を確保するために必   

要な改修、整備を優先して⾏います。 

  ・誰もが快適にスポーツができる環境づくりや障がい者スポーツの推進に向け、ユニバーサルデザイ 

ンの積極的な導⼊に努めます。 

  ・熱中症対策として屋内施設などへの空調設備の設置検討や必要な設備、備品（⽤具）の 

充実を図ります。 

 

基本⽅針 2 市⺠の多様なニーズに対応できるように施設を整備します。  

  ・障がい者スポーツ（競技）に必要な施設・設備の整備に努めます。 

・⽇常的なスポーツ利⽤に⽀障のないような機能維持に努めます。 

  ・学校体育施設との連携を図り、より⼀層の利活⽤に努めます。  

・今後需要が⾒込まれる若者向けスポーツ（エクストリームスポーツなど）に対応した施設整備

について研究を進めていきます。 
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基本⽅針 3 佐賀市の特⾊を活かした施設整備を検討します。  

  ・地域ごとの特徴を踏まえ、それぞれの特⾊を活かした施設の整備を検討します。 

・「する」「みる」「⽀える」「知る」という視点を踏まえ、⼤規模な⼤会の誘致・開催、スポーツ合

宿・キャンプの受け⼊れに対応できる施設の整備を検討します。 

   

基本⽅針 4 平成 35 年（2023 年）の「佐賀国体・全国障害者スポーツ⼤会」に向け、開

催に⽀障のない施設を整備します。  

  ・本市で開催される国体等の競技会場となる市有施設については、施設基準を満たした整備を 

⾏い、合わせて関連施設（練習会場等）についても必要に応じ整備を⾏っていきます。 

  ・国体後の各種⼤会やスポーツ合宿・キャンプなどの活⽤に加え、市⺠スポーツの拠点施設とな 

るよう整備の検討を⾏います。 

 

基本⽅針 5 災害時の避難所としての防災機能を持つ施設を整備します。  

  ・地域の避難所としての防災機能を考慮し、災害時に求められる機能や防災関連備蓄につい 

ても他部署と連携して充実を図ります。 

   

基本⽅針 6 将来の費⽤負担や管理運営⾯を考慮して施設を整備します。  

  ・将来のニーズを⾒極めながら、改修の必要性等を検討します。 

  ・今後の⼈⼝推移や財政事情を考慮し、市の「公共施設等総合管理計画」などと整合性を保 

ちながら、統合、廃⽌、再配置等の検討を進めます。 

  ・新たな施設を整備する場合や必要な施設改修を⾏う場合には、維持管理費⽤の軽減や費

⽤対効果などを考慮して検討します。 

  ・管理運営の⾒直しや積極的な施設情報の発信などで、サービス向上を図ります。 
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－佐賀市の特⾊を活かした施設整備－ 

地域スポーツの推進という観点からは、既存施設の有効利⽤を基本としながら、市内を北部・

中部・南部の３つのエリアに分け、それぞれの気候・⾵⼟や交通アクセス等の特性やスポーツ施設

の状況を分析し、佐賀市の特⾊を活かし、課題を解決するための整備を⾏っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔5〕 三瀬勤労福祉センター

〔23〕三瀬グラウンド 

〔36〕三瀬プール 
市有施設

県有施設
〔22〕富⼠⼭村広場 

〔富⼠しゃくなげ湖〕 

北部エリア

〔20〕春⽇運動広場 

〔34〕春⽇運動広場テニスコート

〔10〕富⼠運動広場室内練習場 

〔21〕富⼠運動広場 

〔38〕富⼠運動広場相撲場 
〔13〕健康運動センター健康運動館 

〔16〕健康運動センター多⽬的グラウンド 

〔29〕健康運動センターサッカー・ラグビー場

〔4〕 ⼤和勤労者体育センター 

〔19〕⼤和中央公園⾃由広場 

〔33〕⼤和中央公園テニスコート 

中部エリア
〔1〕 佐賀勤労者体育センター

〔14〕市⺠運動広場 〔17〕嘉瀬川河川敷北グラウンド 

〔2〕 市⽴体育館 

〔31〕市⽴テニスコート
〔15〕⻄神野運動広場 

〔18〕諸富公園多⽬的広場

〔32〕諸富公園テニスコート〔27〕久保⽥グラウンド 

〔28〕久保⽥補助グラウンド 

〔3〕諸富⽂化体育館 

〔8〕諸富⽂化体育館多⽬的室〔7〕 市⽴⼸道場 

〔30〕市⽴野球場 

南部エリア 〔25〕川副運動広場
〔12〕東与賀運動公園スポーツルーム 

〔26〕東与賀運動公園運動広場 

〔35〕東与賀運動公園テニスコート 
〔6〕 スポーツパーク川副体育センター 

〔9〕 スポーツパーク川副武道館 

〔11〕スポーツパーク川副トレーニングハウス

〔24〕スポーツパーク川副多⽬的広場 

〔37〕スポーツパーク川副市⺠プール 
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【整備の視点】 

地域の特⾊ 

・豊かな⾃然環境に恵まれた地域であり、特に夏季は⽐較的冷涼な 

気候であるため、スポーツを快適に⾏える環境を有する。 

・福岡県からのアクセスが良いため、既存のスポーツ施設については 

県外からの利⽤者が多い。 

・「富⼠しゃくなげ湖」は、ボート・カヌー場として整備することで、国体や 

その後の利活⽤が可能となる。 

地域の課題 

・他エリアに⽐べ、特に⼈⼝減少、過疎化が進んでいる地域である。 

・公共交通機関の利便性が低い。 

スポーツ施設の状況 

・⽼朽化が進んでいる施設が多い。 

・ユニバーサルデザインの仕様となっている施設が少ない。 
 

【整備（検討）の⽅向性】 

・より良いスポーツ環境を整えるため、グラウンドや周辺環境の整備検討 

・「富⼠しゃくなげ湖」を利活⽤し、国体会場として施設基準を満たしたボート・カヌー場の整備 

・⼩規模な施設や屋外プールは、利⽤状況に合わせて廃⽌・所管替を含めた検討 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

北部エリア 

-⼭間部に位置することから、緑豊かな⾃然環境を活かした整備を進めていきます。- 
・スポーツツーリズムの推進を図り周辺施設のより良い活⽤を図ります。 

・合宿・キャンプ誘致を積極的に進めていくために、対応可能な施設整備を進めていきます。 

・国体後の利活⽤やスポーツ合宿の受⼊れを⾏うことで、スポーツの推進と地域活性化を図ります。 

〔エリア内施設〕 

〔22〕富⼠⼭村広場 

〔10〕富⼠運動広場室内練習場 

〔21〕富⼠運動広場 

〔38〕富⼠運動広場相撲場 

〔5〕 三瀬勤労福祉センター 

〔23〕三瀬グラウンド 

〔36〕三瀬プール 

富⼠しゃくなげ湖 

スキー場 

富⼠⼭村広場 富⼠しゃくなげ湖 

三瀬プール 三瀬勤労福祉センター
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【整備の視点】 

地域の特⾊ 

・主要な交通機関が集中しており、地域内外を問わず、 

交通の利便性に優れる。 

・都市部の商業施設や他の公共施設が多く、⼤会時などの周辺環境の 

利便性が⾼い。 

地域の課題 

・少⼦⾼齢化が進んでいる。 

・競技⼈⼝に対して全体的にスポーツ施設が不⾜している。 

スポーツ施設の状況 

・「健康運動センター」は、利⽤者数が右肩上がりで増加している。 

・全体的に⽼朽化が進んでいる。 

・市有施設では⼤規模な⼤会に対応できる施設が少ない。 

・ユニバーサルデザインの仕様となっている施設が少ない。 

 

【整備（検討）の⽅向性】 

・佐賀市健康運動センター健康運動館の拡張検討 

・⼤和中央公園テニスコートのユニバーサルデザイン化による障がい者スポーツの普及促進 

・国体やキャンプ誘致の対応が可能となるよう、エリア内施設の改修・拡充検討 

・⼤規模な⼤会に対応可能な屋内施設の整備検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-主要な交通機関が集中していることから、交通の利便性を活かした整備を進めていきます。- 

・⼤規模⼤会の誘致や「する」「観る」「⽀える」「知る」スポーツに対応可能な施設整備の検討を⾏います。 

・平成35年（2023年）国⺠体育⼤会・全国障害者スポーツ⼤会に対応するための施設整備を進めます。

・キャンプ・合宿誘致のための施設整備を検討します。 
 

中部エリア 

〔エリア内施設〕 

〔20〕春⽇運動広場 

〔34〕春⽇運動広場テニスコート 

〔4〕 ⼤和勤労者体育センター 

〔19〕⼤和中央公園⾃由広場 

〔33〕⼤和中央公園テニスコート 

〔13〕健康運動センター健康運動館 

〔16〕健康運動センター多⽬的グラウンド 

〔29〕健康運動センターサッカー・ラグビー場

〔1〕 佐賀勤労者体育センター 

〔14〕市⺠運動広場 

〔15〕⻄神野運動広場 

〔17〕嘉瀬川河川敷北グラウンド 

フットサル場 

テニス場 

健康運動センターサッカー・ラグビー場 
健康運動センター 
（トレーニングルーム） 

屋内施設（新設） 
⼤和中央公園テニスコート 
（ハードコート） 剣道⼤会 
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【整備の視点】 

地域の特⾊ 

・有明海沿岸道路の計画などにより、地域内外からの交通の利便性が 

増すことが想定される。 

・中部エリアへのアクセスも⽐較的容易である。 

地域の課題 

・少⼦⾼齢化が進んでいる。 

スポーツ施設の状況 

・全体的に⽼朽化が進んでいる。 

・市有施設では⼤規模な⼤会に対応できる施設が少ない。 

・ユニバーサルデザインの仕様となっている施設が少ない。 
 
 
 
 
【整備（検討）の⽅向性】 
・諸富⽂化体育館のユニバーサルデザイン化による、障がい者スポーツの更なる普及促進 

・市⽴野球場の⽼朽化に伴う附帯設備の改修や、利⽤者の利便性向上のための拡張検討 

・各テニスコートの利⽤状況に応じた集約・再配置を含めた整備検討 

・周辺環境の変化や⽴地状況、利⽤状況に合わせてグラウンドの集約・再配置の検討 

・⽼朽化が著しく、スポーツ施設としての活⽤に乏しい屋外プールは廃⽌・所管替の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-適度に配置された既存施設の特性を活かし、さらなる地域利⽤の充実や 

広域利⽤の促進を図る施設整備を進めていきます。- 
・市⺠の利⽤促進のため、安全性や利便性を考慮した既存施設の機能維持・更新を進めていきます。

・⾼齢化が進む中、誰もが利⽤しやすい施設整備、障がい者スポーツ⼤会の今まで以上の普及を図る

ための施設整備を進めていきます。 

・広域的な利⽤が促進されるよう、施設の機能拡充を進めていきます。 

南部エリア 

〔エリア内施設〕 

〔2〕 市⽴体育館 

〔31〕市⽴テニスコート 

〔7〕 市⽴⼸道場 

〔30〕市⽴野球場 

〔18〕諸富公園多⽬的広場 

〔32〕諸富公園テニスコート 

〔3〕 諸富⽂化体育館 

〔8〕 諸富⽂化体育館多⽬的室 

〔25〕川副運動広場 

〔6〕 スポーツパーク川副体育センター 

〔9〕 スポーツパーク川副武道館 

〔11〕スポーツパーク川副トレーニングハウス 

〔24〕スポーツパーク川副多⽬的広場 

〔37〕スポーツパーク川副市⺠プール 

〔12〕東与賀運動公園スポーツルーム 

〔26〕東与賀運動公園運動広場 

〔35〕東与賀運動公園テニスコート 

〔27〕久保⽥グラウンド 

〔28〕久保⽥補助グラウンド 

佐賀市⽴野球場 諸富⽂化体育館 

市⽴テニスコート 諸富公園多⽬的広場 
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-各エリア共通の整備- 

 各エリアに配置している既存施設については、公共ストック適正管理の観点からも、継続した⽼朽化への対

応や施設の延命化・機能維持を図るための修繕・改修を⾏っていきます。 

また、必要に応じ機能拡充のための改修等の整備を図っていきます。 

 

 

・⽼朽化による体育館の⾬漏りやテニスコートの⼈⼯芝の張替えなど 

・屋内施設の熱中症対策として空調設備の設置検討  

 ・ユニバーサルデザインを積極的に取り⼊れた、更⾐室、トイレ、附帯設備の改修や備品（⽤具）の充実 

により、障がい者スポーツの普及促進 

 ・利⽤状況に応じた駐⾞場の拡張や附帯設備の改修・拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南部エリア中部エリア 北部エリア 

テニスコート⼈⼯芝（⽼朽化） 体育館の⾬漏り 

内壁を利⽤した空調設備イメージ 
受付窓⼝のローカウンター化 

グラウンド夜間照明の改修（LED 化） ⾞椅⼦⽤スロープの付替え 
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３.計画の進め⽅ 

 

今後 10 年間で計画的な施設整備を⾏いますが、特に⽼朽化等による優先度の⾼い施設改

修や国⺠体育⼤会・全国障害者スポーツ⼤会の開催などに必要な整備については、平成 30〜

34 年度（2018〜2022）の「前期」で⾏うこととします。 

また、今後の各種⼤会の動向や各施設の利⽤状況に合わせて、障がい者スポーツへの対応や

利⽤者の安全・快適性の確保、利便性向上のための改修を段階に応じて⾏っていきます。 

さらに、施設の廃⽌・統廃合・再配置の検討を進めながら、合宿誘致や⼤規模⼤会に対応可

能な施設整備を検討していきます。 

 

 

計画期間 

Ｈ30 〜 39 年度 

（10 年間） 

前期 後期 

H30 

（2018） 

H31 

（2019） 

H32 

（2020）

H33 

（2021）

H34 

（2022）

H35 

（2023）

H36 

（2024） 

H37 

（2025） 

H38 

（2026）

H39 

（2027）

各種⼤会の動向 

 
ﾗｸﾞﾋﾞｰ 

ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 

・東京 
ｵﾘ・ﾊﾟﾗ

・県⺠体育
⼤会 

 プレ⼤会
国体・全障
ｽﾎﾟ⼤会

県⺠体育
⼤会    
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４. 管理運営について 

 

施設をより効率的・効果的に活⽤し、施設利⽤の可能性を最⼤限に引き出すために、整 

備を進めるだけでなく、管理運営の⾒直しなどを⾏い、サービスの向上を図ります。 

 

  ○施設の管理、運営 

指定管理者制度等の導⼊により、⾏政と⺠間が協⼒し、きめ細かなサービスの提供と安定

した経営を図ります。 

今後の施設運営においては、収⽀のバランスを考慮し、施設整備後は適切な利⽤料⾦とな

るよう使⽤料の⾒直しを⾏うことや新たな収⼊の確保としてスポーツ以外の⽬的での利⽤を容

易にすることなどを検討していきます。また、公共施設でも導⼊事例があるネーミングライツの活

⽤（野球場など）や駐⾞場の有料化についても研究を進め、市⺠サービスの維持・向上、地

域経済の活性化につなげていきます。 

 

 

○施設の利⽤促進 

今後、多くの市⺠に施設を利⽤してもらうためには、施設整

備だけではなく、スポーツ指導者の発掘や育成を⾏い、専⾨性

のあるスタッフを施設に配置し、魅⼒ある⾃主事業の展開など

を図っていく必要があることから、施設管理者と連携しながら、

さらなる利⽤促進に向けた取組みを検討していきます。 

 

 

○施設情報の提供 

インターネットによる公共施設予約システムの周知拡⼤を図り、空き施設の有効利⽤を進め

ていきます。 

ホームページなどのインターネット上での情報発信を含め、各種媒体を活⽤し、施設情報の

提供、共有化、PR を図り情報発信の充実に努めていきます。 

また、学校体育施設との相互利⽤を推進し、地域のスポーツ活動の活性化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

指定管理者による⾃主事業 

 
 

スマートフォンの活⽤ 
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○施設の案内 

場所が分かりにくい施設については、施設への誘導

を分かりやすくするための施設案内板（案内サイン）

の設置を進めていきます。 

また、合併前の施設名称をそのまま継承しているス

ポーツ施設があることから、統⼀的な名称変更の検

討を進めていきます。  

 

 

 

 

  ○施設の維持管理 

    管理者の定期的な点検や継続した修繕等で施設

の延命化を図るとともに、利⽤者も⼀体となって、環

境美化の保持〔整理、整頓、清掃（3S）〕の意識

を⾼めるなど、よりよいスポーツ環境を維持していきま

す。  

 

 

 

 

施設案内板 

きれいに保たれた施設内 



 

 

 

 

〈資料編〉 
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1. 佐賀市スポーツ施設等整備基本計画策定検討委員会委員名簿 

委員任期：Ｈ29.6.2〜Ｈ30.3.31 

区分 委員名 所 属 備  考 

学識経験者 坂元 康成 佐賀⼤学  委員⻑ 

学識経験者 ⼭⽥ ⼒也 ⻄九州⼤学   

学校関係者 渡瀬 浩介 諸富中学校 副委員⻑  

スポーツ団体等 ⼭⽥ 邦雄 佐賀市スポーツ推進委員協議会   

スポーツ団体等 伊東 健児 佐賀市スポーツ少年団   

スポーツ団体等 ⻄村 ⽂⼦ 佐賀市レクリエーション協会   

スポーツ団体等 福島 知⼦ 佐賀市スポーツ推進審議会 
公募委員 

（佐賀市スポーツ審議会）

スポーツ団体等 満岡 敦⼦ （公財）佐賀市体育協会  

健康づくり分野団体 ⼭村 和郎 株式会社健康科学研究所   

2. 佐賀市スポーツ施設整備基本計画策定までの経過 

期⽇ 会議等 会議等・内容 

6 ⽉ 2 ⽇ 第１回検討委員会 

委嘱状交付 

・これからのスポーツ施設のあり⽅等の検討 

・施設整備に係る意⾒（現状把握・分析、課題の整理） 

7 ⽉ 7 ⽇ 第２回検討委員会 ・現地視察 

7 ⽉ 27 ⽇ 第３回検討委員会 
・現地視察 

・各施設の整備等についての意⾒ 

8 ⽉ 28 ⽇ 第４回検討委員会 

・第１回検討委員会及び第２回、第３回現地視察意⾒等に

ついて 

・基本計画の⾻⼦について 

9 ⽉ 29 ⽇ 第５回検討委員会 ・基本計画（整備内容、施設配置など）について 

10 ⽉ 20 ⽇ 第６回検討委員会 ・基本計画〔案〕について 
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3. スポーツ施設⼀覧 ※第２章ー1.-2）関連 （ｐ.5〜7） 

[体育館] 
〔１〕佐賀勤労者体育センター 
建設年：昭和 55 年（改修：平成 28 年） 
概要：フロア⾯積 1,085 ㎡ バレーボール・バスケットボール 2 ⾯/バトミントン 8 ⾯/卓球台 15 台/ 

フットサル 1 ⾯、2F 練習場（卓球台 2 台）・駐⾞台数 109 台（市⺠運動広場と兼⽤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔2〕市⽴体育館  
建設年：平成 8 年 
概要：フロア⾯積 1,221 ㎡ バレーボール・バスケットボール 2 ⾯/バドミントン 8 ⾯/卓球台 21 台 

トレーニング施設  ・ミーティング室 ・駐⾞台数 244 台（市⽴テニスコートと兼⽤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔3〕諸富⽂化体育館
建設年：平成 8 年 
概要：フロア⾯積 1,449 ㎡ バレーボール・バスケットボール 2 ⾯/バドミントン 6 ⾯/卓球台 9 台   

トレーニング室 ・会議室 ・控室 ・１F 可動席（1,000 席）・２F 観覧席（297 席） 
・駐⾞台数 320 台（多⽬的室と兼⽤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<資料編> 

28 

〔4〕⼤和勤労者体育センター   
建設年：昭和 57 年 
概要：フロア⾯積 1,016 ㎡ バレーボール・バスケットボール 2 ⾯/バドミントン 6 ⾯・２Ｆ卓球場（5 台） 

・駐⾞台数 198 台（⼤和中央公園⾃由広場等と兼⽤） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔5〕三瀬勤労福祉センター  
建設年：昭和 58 年 
概要：フロア⾯積 787 ㎡ バレーボール 2 ⾯/剣道 4 ⾯/バドミントン 3 ⾯/卓球台 5 台 

・駐⾞台数 73 台（三瀬⽀所等と兼⽤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔6〕スポーツパーク川副体育センター 
建設年：昭和 56 年（改修：平成 27 年） 
概要：フロア⾯積 1,176 ㎡ バレーボール 3 ⾯/バスケットボール 2 ⾯/バドミントン 6 ⾯/フットサル 1 ⾯ 

卓球台 19 台 ・駐⾞台数 229 台（スポーツパーク川副多⽬的グラウンド等と兼⽤） 
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[武道場] 
〔7〕市⽴⼸道場 
建設年：平成 7 年 
概要：550 ㎡ ・近的射場 10 ⼈⽴ ・遠的射場 6

⼈⽴ ・駐⾞台数 340 台（野球場と兼⽤） 

〔8〕諸富⽂化体育館多⽬的室 
建設年：平成 18 年 
概要：321 ㎡ ・柔道１⾯/空⼿・太極拳・駐⾞台数

320 台（諸富⽂化体育館と兼⽤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔9〕スポーツパーク川副武道館（剣道場、柔道場、⼸道場）
建設年：昭和 61 年 
概要：1,045 ㎡ ・剣道場 2 ⾯・柔道場 2 ⾯・⼸道場近的３⼈⽴ ・駐⾞台数 229 台（スポーツパーク川副

体育センター、グラウンド等と兼⽤） 
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  [スポーツルーム等] 
〔10〕富⼠運動広場室内練習場 
建設年：昭和 46 年 
概要：345 ㎡ ・剣道 1 ⾯/卓球台 4 台 
駐⾞台数 210 台（富⼠⽀所等と兼⽤） 

〔11〕スポーツパーク川副トレーニングハウス 
建設年：平成 6 年 
概要：853 ㎡ ・トレーニングルーム・バラエティールー

ム・会議室 ・駐⾞台数 229 台（スポーツパー
ク川副体育センター、グラウンド等と兼⽤） 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔12〕東与賀運動公園スポーツルーム 
建設年：昭和 41 年（改修：昭和 63 年） 
概要：440 ㎡ ・第１体育室（ダンス、軽スポーツなど） 

・第２体育室（卓球台 5 台）・駐⾞台数 194 台
（東与賀運動公園運動広場等と兼⽤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [健康増進施設] 
〔13〕佐賀市健康運動センター健康運動館〔温⽔プール、トレーニングルーム、スタジオ〕
建設年：平成 15 年 
概要：4,769 ㎡ ・温⽔プール（25ｍ×7 コース・可動床有）・トレーニングルーム・スタジオ・⼊浴施設/ 

・多⽬的室 ・駐⾞台数 202 台（健康運動センター多⽬的グラウンドと兼⽤） 

 

 

 

 

 

 

 

 



<資料編> 

31 

[グラウンド] 
〔14〕市⺠運動広場
建設年：平成元年 
概要：19,548 ㎡ 野球１⾯/ソフト 1 ⾯/サッカー１  
     ⾯ ・駐⾞台数 109 台（佐賀勤労者体育セ

ンターと兼⽤） 

〔15〕⻄神野運動広場
建設年：昭和 57 年 
概要：10,200 ㎡ 少年野球１⾯/ソフト１⾯  

・駐⾞台数 69 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔16〕健康運動センター多⽬的グラウンド
建設年：平成 15 年 
概要：20,000 ㎡ 野球２⾯/ソフト４⾯/サッカー2

⾯ ・駐⾞台数 202 台（健康運動センター健
康運動館と兼⽤） 

〔17〕嘉瀬川河川敷北グラウンド 
建設年：昭和 53 年 
概要：45,720 ㎡ 野球４⾯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔18〕諸富公園多⽬的広場 
建設年：昭和 58 年 
概要：8,000 ㎡ 野球１⾯/ソフト２⾯ ・駐⾞台数

40 台（テニスコートと兼⽤） 

〔19〕⼤和中央公園⾃由広場 
建設年：昭和 55 年 
概要：21,138 ㎡ 野球２⾯/ソフト４⾯ ・駐⾞場

198 台（⼤和勤労者体育センターと兼⽤） 
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〔20〕春⽇運動広場
建設年：昭和 57 年 
概要：12,388 ㎡ 野球１⾯/ソフト２⾯ ・駐⾞台

数 50 台（テニスコートと兼⽤） 

〔21〕富⼠運動広場
建設年：昭和 28 年（改修：昭和 52 年） 
概要：8,500 ㎡ 野球１⾯/ソフト１⾯ ・駐⾞台数

210 台（富⼠⽀所等と兼⽤） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔22〕富⼠⼭村広場
建設年：昭和 61 年 
概要：17,800 ㎡ 野球２⾯/ソフト２⾯ ・駐⾞台

数 70 台 

〔23〕三瀬グラウンド
建設年：昭和 56 年（改修：平成 27） 
概要：9,650 ㎡ 野球１⾯/ソフト 2 ⾯ ・駐⾞台数

73 台（三瀬⽀所等と兼⽤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔24〕スポーツパーク川副多⽬的グラウンド
建設年：平成 6 年 
概要：24,700 ㎡ 野球２⾯/ソフト４⾯/サッカー２

⾯/ラグビー1 ⾯ ・駐⾞台数 229 台（スポーツ
パーク川副体育センター等と兼⽤） 

〔25〕川副運動広場
建設年：昭和 59 年 
概要：32,972 ㎡ ・野球１⾯/ソフト１⾯  

・ゲートボール１⾯・グラウンドゴルフ１⾯  
・駐⾞台数 73 台 
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〔26〕東与賀運動公園運動広場 
建設年：昭和 51 年 
概要：12,682 ㎡ 野球１⾯/ソフト１⾯ ・駐⾞台

数 194 台（テニスコート等と兼⽤） 

〔27〕久保⽥グラウンド
建設年：平成元年 
概要：10,521 ㎡ 野球１⾯/ソフト１⾯ ・駐⾞台

数 91 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔28〕久保⽥補助グラウンド 
建設年：平成 8 年 
概要：9,921 ㎡ サッカー/グラウンドゴルフ ・駐⾞台

数 48 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

[サッカー・ラグビー場]                 [野球場] 
〔29〕健康運動センターサッカー・ラグビー場
建設年：平成 26 年 
概要：19,500 ㎡ ・天然芝１⾯・⼈⼯芝１⾯ ・駐

⾞台数 124 台 

〔30〕市⽴野球場
建設年：平成 8 年 
概要：12,613 ㎡ ・両翼 93ｍ/中堅 120ｍ 

・内野席 2,400 ⼈ ・駐⾞台数 340 台（⼸道
場と兼⽤） 
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 [テニスコート] 
〔31〕市⽴テニスコート 
建設年：平成 8 年 
概要：5,638 ㎡ ・砂⼊り⼈⼯芝コート８⾯ ・駐⾞

台数 244 台（市⽴体育館と兼⽤） 

〔32〕諸富公園テニスコート
建設年：昭和 60 年 
概要：1,314㎡ クレーコート２⾯ ・駐⾞台数40台

（多⽬的広場と兼⽤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔33〕⼤和中央公園テニスコート 
建設年：昭和 58 年 
概要：2,740 ㎡ ・ハードコート２⾯ ・クレーコート２

⾯ ・駐⾞台数 198 台（⼤和中央公園⾃由
広場等と兼⽤） 

〔34〕春⽇運動広場テニスコート 
建設年：昭和 56 年 
概要：2,964 ㎡  クレーコート４⾯ ・駐⾞台数 50

台（春⽇運動広場と兼⽤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔35〕東与賀運動公園テニスコート 
建設年：平成 3 年 
概要：3,650 ㎡ ・砂⼊り⼈⼯芝コート２⾯ ・クレー

コート２⾯ ・駐⾞台数 194 台（運動広場等
と兼⽤） 
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[屋外プール] 
〔36〕三瀬プール 
建設年：平成 10 年 
概要：1,286 ㎡  25ｍ×5 コース ・駐⾞台数 3 台

（三瀬⽀所にも駐⾞可能） 

〔37〕スポーツパーク川副市⺠プール 
建設年：昭和 49 年 
概要：2,800 ㎡  50ｍ×8 コース ・駐⾞台数 229

台（スポーツパーク川副体育センター、グラウン
ド等と兼⽤） 

 

 

 

 

 

 

 

[相撲場] 
〔38〕富⼠運動広場相撲場 
建設年：昭和 59 年 
概要：440 ㎡  ⼟俵１⾯ ・駐⾞台数 210 台（富

⼠⽀所等と兼⽤） 
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4. 市有スポーツ施設の利⽤者数、稼働率の推移  ※第２章ー2.-1）関連 （ｐ.9〜10） 

 

○屋内施設 

区分 施設名 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度

体育館 

佐賀勤労者体育ｾﾝﾀｰ 
利⽤者数 55,044 57,244 54,828 52,644 21,946

稼働率 91.10 90.60 88.20 89.50 90.20

市⽴体育館 
利⽤者数 57,722 61,373 60,824 64,658 67,052

稼働率 85.60 83.40 78.80 81.40 85.00

諸富⽂化体育館 
利⽤者数 50,314 81,244 50,855 61,765 65,841

稼働率 66.60 65.10 62.40 68.80 66.50

⼤和勤労者体育ｾﾝﾀｰ 
利⽤者数 35,368 37,725 37,341 36,605 41,932

稼働率 67.00 64.90 64.10 66.90 77.30

三瀬勤労福祉ｾﾝﾀｰ 
利⽤者数 7,294 10,516 9,994 12,407 10,685

稼働率 17.30 22.40 22.40 27.10 28.10

ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ川副体育ｾﾝﾀｰ 
利⽤者数 23,202 36,997 27,761 14,504 26,206

稼働率 52.80 51.10 44.30 35.20 57.60

武道場 
市⽴⼸道場 

利⽤者数 7,468 7,330 6,275 7,452 7,758

稼働率 28.10 27.00 26.20 30.50 32.30

諸富⽂化体育館 

多⽬的室 

利⽤者数 6,531 4,752 5,296 7,420 5,467

稼働率 19.40 20.80 15.90 15.30 14.60

ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ川副武道館 

利⽤者数 12,552 14,245 11,252 14,806 10,710

稼働率（剣道場） 31.30 30.60 25.20 33.70 27.20

稼働率（柔道場） 32.60 29.60 29.00 27.90 22.30

稼働率（⼸道場） 18.30 10.90 10.70 12.50 11.00

ｽﾎﾟｰﾂﾙｰﾑ

等 

富⼠運動広場 

室内練習場 

利⽤者数 393 275 604 221 279

稼働率 3.26 3.01 1.43 0.88 0.54

ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ川副 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊｳｽ 

利⽤者数 8,342 6,955 8,286 11,745 8,881

稼働率 - - - - -

東与賀運動公園 

ｽﾎﾟｰﾂﾙｰﾑ 

利⽤者数 8,012 6,795 6,568 6,503 5,135

稼働率 29.30 16.80 17.20 19.90 29.50

健 康 増 進

施設 

健康運動ｾﾝﾀｰ 

健康運動館 

利⽤者数 169,596 176,082 183,157 187,413 193,423

稼働率 - - - - -

利⽤者数計（屋内） 441,838 501,533 463,041 478,143 465,315

単位：⼈
単位：％ 
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区分 施設名 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度

グラウンド 
市⺠運動広場 

利⽤者数 43,378 44,014 37,058 36,308 38,800

稼働率 50.50 48.50 47.40 46.30 48.60

⻄神野運動広場 
利⽤者数 33,396 32,369 27,038 22,160 25,816

稼働率 44.20 52.00 47.20 44.40 46.30

健康運動ｾﾝﾀｰ 

多⽬的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

利⽤者数 57,622 55,281 32,456 34,889 46,648

稼働率 40.20 40.40 41.10 41.80 47.60

嘉瀬川河川敷 

北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

利⽤者数 2,057 2,635 1,439 2,251 1,356

稼働率 31.90 31.40 30.00 31.50 7.90

諸富公園多⽬的広場 
利⽤者数 39,132 30,051 29,440 33,229 35,405

稼働率 15.70 16.50 21.90 23.30 21.20

⼤和中央公園⾃由広場 
利⽤者数 29,829 27,581 30,903 26,631 22,013

稼働率 26.20 25.40 12.80 24.50 22.30

春⽇運動広場 
利⽤者数 16,645 16,864 16,028 13,672 13,620

稼働率 27.10 28.40 28.70 27.90 26.30

富⼠運動広場 
利⽤者数 8,037 7,510 6,160 6,859 4,749

稼働率 25.90 19.50 24.80 13.10 8.40

富⼠⼭村広場 
利⽤者数 6,854 6,088 3,871 5,167 3,330

稼働率 23.10 19.60 10.70 12.30 10.40

三瀬ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
利⽤者数 8,335 9,315 4,910 8,389 8,395

稼働率 12.20 13.70 7.50 13.80 13.30

ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ川副 

多⽬的広場 

利⽤者数 41,384 41,642 44,711 36,398 38,222

稼働率 30.20 30.90 29.60 26.20 30.90

川副運動広場 
利⽤者数 24,170 27,606 25,824 25,626 22,637

稼働率 36.50 36.70 36.40 41.60 35.10

東与賀運動公園運動広場 
利⽤者数 34,689 42,242 34,677 35,298 23,177

稼働率 36.70 31.50 30.20 30.20 29.90

久保⽥ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
利⽤者数 8,483 7,544 7,571 6,451 6,290

稼働率 19.50 14.90 15.00 16.10 18.30

久保⽥補助ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
利⽤者数 21,242 19,706 15,359 15,204 14,501

稼働率 34.00 33.00 35.20 36.00 39.10

ｻｯｶｰ・ﾗｸﾞ

ﾋﾞｰ場 
健康運動ｾﾝﾀｰ 

ｻｯｶｰ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ場 

利⽤者数 - - 51,508 59,317 67,955

稼働率（天然芝） - - 14.10 17.10 15.40

稼働率（⼈⼯芝） - - 79.90 76.00 80.60

○屋外施設 
単位：⼈
単位：％ 
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利⽤者数合計（屋内＋屋外） 926,599 985,752 944,440 968,655 958,093

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 施設名 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度

野球場 
市⽴野球場 

利⽤者数 13,995 12,804 12,617 11,616 13,051

稼働率 55.60 53.50 54.20 53.30 54.90

テニスコート 
市⽴テニスコート 

利⽤者数 49,820 49,914 51,862 52,893 52,306

稼働率 76.60 74.10 83.30 85.70 81.30

諸富公園テニスコート 
利⽤者数 2,609 3,023 3,732 4,839 5,042

稼働率 15.70 16.50 22.00 22.00 20.20

⼤和中央公園 

テニスコート 

利⽤者数 7,878 7,663 7,539 11,749 10,511

稼働率 24.60 27.20 12.80 24.30 26.60

春⽇運動広場 

テニスコート 

利⽤者数 18,307 23,109 23,281 28,652 26,738

稼働率 37.30 35.50 38.80 51.30 41.30

東与賀運動公園 

テニスコート 

利⽤者数 10,411 12,938 10,917 8,263 7,342

稼働率 14.70 22.10 17.20 13.60 15.30

屋外プール 
三瀬プール 

利⽤者数 1,817 1,630 1,194 1,824 2,521

稼働率 - - - - -

ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ川副 

市⺠ﾌﾟｰﾙ 

利⽤者数 4,671 2,589 1,246 2,827 2,313

稼働率 - - - - -

相撲場 
富⼠運動広場相撲場 

利⽤者数 0 101 58 0 40

稼働率 - 0.27 0.14 - 0.39

利⽤者数計（屋外） 484,761 484,219 481,399 490,512 492,778

単位：⼈
単位：％ 

単位：⼈ 
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5. 学校開放事業の利⽤者数の推移  ※第２章ー2.-2）関連 （ｐ.11） 

○屋内施設（体育館） 

番号 学校名 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 

1 勧興⼩学校 20,063 17,960 18,531 17,466 17,686
2 循誘⼩学校 11,219 12,445 20,890 19,288 20,034
3 ⽇新⼩学校 13,111 13,204 10,036 11,556 11,551
4 ⾚松⼩学校 22,376 31,585 23,156 22,513 24,396
5 神野⼩学校 16,936 13,348 14,009 17,429 15,155
6 ⻄与賀⼩学校 17,070 10,704 12,216 13,580 6,242
7 嘉瀬⼩学校 13,061 9,427 13,254 9,677 10,605
8 巨勢⼩学校 3,084 6,751 13,488 10,025 13,073
9 兵庫⼩学校 15,260 16,222 15,938 12,952 12,476

10 ⾼⽊瀬⼩学校 16,173 17,943 19,853 15,624 16,329
11 北川副⼩学校 18,612 24,602 24,293 18,759 18,559
12 本庄⼩学校 20,009 20,009 11,982 21,470 20,588
13 鍋島⼩学校 16,116 18,604 17,777 19,698 20,462
14 ⾦⽴⼩学校 12,680 8,326 8,235 9,014 12,272
15 久保泉⼩学校 9,206 10,129 10,356 10,117 9,056
16 新栄⼩学校 14,599 3,453 7,155 11,520 10,806
17 若楠⼩学校 10,333 15,348 14,690 19,984 15,772
18 開成⼩学校 19,125 22,622 24,884 22,277 14,937
19 諸富北⼩学校 8,070 12,240 10,004 11,424 12,368
20 諸富南⼩学校 13,468 13,398 16,065 15,591 12,232
21 春⽇⼩学校 34,837 34,874 23,015 20,148 16,751
22 川上⼩学校 16,158 12,662 8,614 7,655 9,426
23 春⽇北⼩学校 13,140 12,820 12,479 12,764 15,426
24 富⼠南⼩学校 1,441 － － － －
25 富⼠⼩学校 3,675 776 3,575 6,847 7,338
26 北⼭東部⼩学校 1,266 1,142 1,125 1,495 1,445
27 中川副⼩学校 5,829 6,980 5,636 7,398 9,089
28 ⼤詫間⼩学校 1,252 2,440 4,340 3,734 3,620
29 南川副⼩学校 10,005 5,975 7,688 7,061 4,367
30 ⻄川副⼩学校 7,707 10,776 11,477 8,565 10,713
31 東与賀⼩学校 17,202 18,576 15,535 14,785 15,591
32 思⻫館⼩学部 18,166 20,239 14,304 24,108 10,755

  ⼩学校計 421,249 425,580 414,600 424,524 399,120
33 成章中学校 7,010 2,467 2,292 1,611 5,013
34 城南中学校 6,499 5,049 3,938 8,146 5,212
35 昭栄中学校 3,674 5,161 4,693 3,661 3,194
36 城東中学校 8,311 5,546 5,409 6,118 7,312
37 城⻄中学校 8,798 8,653 8,994 8,997 8,993
38 城北中学校 4,412 5,146 5,048 4,969 6,135
39 ⾦泉中学校 4,779 5,302 6,006 4,953 4,830
40 芙蓉⼩中学校 7,900 7,900 9,064 7,433 600
41 鍋島中学校 5,772 5,811 6,577 9,672 7,811
42 諸富中学校 60 120 0 0 0
43 ⼤和中学校 － － － － －
44 松梅⼩中学校 1,465 1,600 1,755 2,311 2,118
45 富⼠中学校 1,822 929 1,300 3,352 2,837
46 北⼭校 5,836 6,695 4,900 4,774 4,807
47 三瀬⼩中学校 6,358 5,767 8,245 1,829 1,953
48 川副中学校 5,864 6,206 6,752 4,115 5,780
49 東与賀中学校 675 754 535 955 4,916
50 思⻫館中学部 5,883 4,152 3,221 2,834 1,787

  中学校計 85,118 77,258 78,729 75,730 73,298
  合  計 506,367 502,838 493,329 500,254 472,418
※富⼠南⼩学校については、平成 25 年度富⼠⼩と統合
※⼤和中学校については、学校施設と体育施設が繋がっているため開放していない。
※芙蓉、松梅、三瀬については⼩・中学校は複合している。

 

単位：⼈ 
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○屋外施設（グラウンド）  

番号 名称 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 

1 勧興⼩学校 20,253 18,980 18,635 18,995 13,061
2 循誘⼩学校 8,342 7,142 7,168 8,525 8,925
3 ⽇新⼩学校 9,783 4,634 5,092 4,720 4,718
4 ⾚松⼩学校 12,200 13,260 12,157 10,564 12,436
5 神野⼩学校 13,166 11,538 12,066 12,104 10,796
6 ⻄与賀⼩学校 11,635 9,867 10,605 7,491 5,253
7 嘉瀬⼩学校 9,606 9,869 8,605 6,428 6,127
8 巨勢⼩学校 5,719 5,723 5,320 5,419 3,240
9 兵庫⼩学校 9,680 6,800 12,897 8,895 7,829

10 ⾼⽊瀬⼩学校 16,035 12,664 12,829 5,717 2,050
11 北川副⼩学校 12,102 12,183 11,772 8,357 8,326
12 本庄⼩学校 7,589 3,878 3,878 3,532 3,374
13 鍋島⼩学校 7,949 9,117 8,294 6,826 6,981
14 ⾦⽴⼩学校 8,472 8,646 5,495 3,903 3,930
15 久保泉⼩学校 10,659 9,027 9,576 12,886 3,955
16 新栄⼩学校 22,368 20,230 18,616 17,580 13,615
17 若楠⼩学校 4,698 8,114 8,862 6,378 3,766
18 開成⼩学校 15,155 14,150 15,364 11,605 13,380
19 諸富北⼩学校 9,524 12,930 12,049 10,638 9,330
20 諸富南⼩学校 9,858 9,772 8,340 8,160 6,581
21 春⽇⼩学校 11,064 11,028 11,211 11,126 13,315
22 川上⼩学校 4,343 2,257 3,025 3,253 3,370
23 春⽇北⼩学校 15,471 15,048 14,612 14,955 12,005
24 富⼠南⼩学校 2,475 － － － －
25 富⼠⼩学校 0 4,002 2,160 4,116 3,447
26 北⼭東部⼩学校 405 433 402 169 385
27 中川副⼩学校 17,829 18,485 12,560 10,870 11,580
28 ⼤詫間⼩学校 125 1,000 1,050 1,010 200
29 南川副⼩学校 9,175 10,710 8,250 6,312 4,392
30 ⻄川副⼩学校 5,606 7,885 7,624 2,182 6,820
31 東与賀⼩学校 9,960 13,995 16,368 13,845 12,792
32 思⻫館⼩学部 4,836 8,714 8,714 11,050 7,670

  ⼩学校計 306,082 302,081 293,596 257,611 223,649
33 成章中学校 449 237 220 290 395
34 城南中学校 300 287 180 180 0
35 昭栄中学校 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
36 城東中学校 0 0 0 0 0
37 城⻄中学校 0 0 0 0 0
38 城北中学校 0 0 0 0 0
39 ⾦泉中学校 440 840 770 713 296
40 芙蓉⼩中学校 4,170 4,170 1,704 2,299 120
41 鍋島中学校 100 0 135 5,090 3,050
42 諸富中学校 210 250 360 344 260
43 ⼤和中学校 － － － － －
44 松梅⼩中学校 564 475 830 1,160 991
45 富⼠中学校 1,130 1,955 40 300 1,465
46 北⼭校 2,135 2,250 1,862 1,466 1,417
47 三瀬⼩中学校 15,175 210 0 0 150
48 川副中学校 0 0 0 0 0
49 東与賀中学校 0 40 0 0 0
50 思⻫館中学部 1,860 1,840 3,595 1,510 160

  中学校計 27,933 13,954 11,096 14,752 9,704
  合  計 334,015 316,035 304,692 272,363 233,353
※富⼠南⼩学校については、平成 25 年度富⼠⼩と統合
※芙蓉、松梅、三瀬については⼩・中学校は複合している。

 

 

 

単位：⼈ 
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6. 県有スポーツ施設の利⽤者数の推移  ※第２章ー2.-3）関連 （ｐ.11） 

 

県有施設 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度

総合運動場 陸上競技場 54,499 65,025 68,531 62,893 86,310

補助競技場 94,996 94,017 103,112 102,247 101,972

第⼆補助競技場 17,809 19,871 23,613 23,701 25,064

球技場 15,363 17,399 21,396 20,654 7,874

庭球場 54,201 54,402 54,148 61,428 57,775

⽔泳場 67,264 66,798 75,778 75,992 83,530

ボクシング場 1,872 1,121 1,711 1,094 993

フェンシング場 1,417 2,613 3,644 4,061 4,669

ライフル射撃場 910 983 883 1,214 755

⾺術場 823 974 1,764 2,106 2,025

総合体育館 ⼤競技場 72,997 71,296 61,349 57,994 73,419

⼩競技場 10,636 42,291 32,393 36,121 38,429

柔道場 24,617 18,237 17,423 21,028 23,355

剣道場 25,426 21,598 15,769 16,919 19,185

⼸道場 15,310 16,230 13,573 13,386 13,421

体操場 4,265 16,230 7,849 10,284 14,545

相撲場 2,589 1,453 1,116 1,824 2,094

トレーニング室 7,696 10,693 15,277 18,379 24,294

市村記念体育館 競技場 56,567 45,726 53,069 54,276 51,674

勤労⾝体障害者 

教養⽂化体育館 

体育館 

多⽬的室 
22,825 24,370 25,382 26,032 17,416

佐賀県森林公園 みどりの森 

県営球場 
179,716 134,010 96,399 82,147 70,114

テニスコート 21,400 20,473 19,220 21,336 24,045

アーチェリー場 1,606 2,117 1,844 2,224 2,152

合計 754,804 747,927 715,243 717,340 745,110

(佐賀県への照会) 
（H29.3 末 現在） 

 

 

 

 

単位：⼈ 



<資料編> 

42 

7. 各施設の主な仕様  ※第２章 3.-3） 4.関連 （ｐ.12、ｐ.14） 

○屋内施設 

   

 

 

 

 

 

区分 施設名 

主な仕様 

フ
�
ト
サ
ル 

バ
レ
�
ボ
�
ル 

バ
ス
ケ
�
ト
ボ
�
ル 

バ
ド
ミ
ン
ト
ン 

卓
球 

相
撲 

⽔泳 

剣
道 

柔
道 

⼸
道 

太
極
拳 

空
⼿ 

体
操 

ボ
ク
シ
ン
グ 

フ
�
ン
シ
ン
グ 

エ
ア
�
ラ
イ
フ
ル 

５
０
ｍ
プ
�
ル 

２
５
ｍ
プ
�
ル 

佐 

賀 

市 

有 

施 

設 

体育館 佐賀勤労者体育ｾﾝﾀｰ 〇 〇 〇 〇 〇      

市⽴体育館 〇 〇 〇 〇      

諸富⽂化体育館 〇 〇 〇 〇      

⼤和勤労者体育ｾﾝﾀｰ 〇 〇 〇 〇      

三瀬勤労福祉ｾﾝﾀｰ 〇 〇  〇 〇 〇      

ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ川副体育ｾﾝﾀｰ 〇 〇 〇 〇 〇      
武道場 市⽴⼸道場   〇      

諸富⽂化体育館多⽬的室   〇 〇 〇    

ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ川副武道館   〇 〇 〇      
ｽﾎﾟｰﾂﾙｰﾑ等 富⼠運動広場室内練習場  〇 〇      

ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ川副ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊｳｽ        

東与賀運動公園ｽﾎﾟｰﾂﾙｰﾑ  〇      
健康増進施設 健康運動ｾﾝﾀｰ   〇      

佐 

賀 

県 

有 

施 

設 

総合 

体育館 
⼤競技場 〇 〇 〇 〇      

⼩競技場 〇 〇 〇 〇      

柔道場   〇      

剣道場   〇      

相撲場   〇      

体操場     〇   

トレーニング場        
総合 

運動場 
⽔泳場（屋内プール）   〇      

ボクシング場      〇  

フェンシング場       〇  

エアーライフル場       〇

「新」アリーナ        
市村記念 

体育館 
競技場 〇 〇 〇 〇      

体育室 〇 〇 〇       

多⽬的ホール  〇      

参考：佐賀県スポーツ施設ガイド（佐賀県庁⽂化・スポーツ部 スポーツ課）
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○屋外施設 

区分 施設名 

主な仕様 

野球 

ソ
フ
ト
ボ
�
ル 

サ
�
カ
� 

フ
�
ト
サ
ル 

ラ
グ
ビ
� 

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ 

ゲ
�
ト
ボ
�
ル 

相
撲 

⽔泳 テニス 

陸
上 

ア
�
チ
�
リ
� 

軟
式 

硬
式 

５
０
ｍ
プ
�
ル 

２
５
ｍ
プ
�
ル 

砂
⼊
⼈
⼯
ク
レ
� 

ク
レ
�
コ
�
ト 

ハ
�
ド
コ
�
ト 

佐 

賀 

市 

有 

施 

設 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 市⺠運動広場 〇 〇 〇      

⻄神野運動広場 〇 〇      

健康運動ｾﾝﾀｰ多⽬的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 〇 〇 〇      

健康運動ｾﾝﾀｰｻｯｶｰ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ場  〇 〇      

嘉瀬川河川敷北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 〇      

諸富公園多⽬的広場 〇 〇      

⼤和中央公園⾃由広場 〇 〇      

春⽇運動広場 〇 〇      

富⼠運動広場 〇 〇      

富⼠⼭村広場 〇 〇 〇      

三瀬ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 〇 〇 〇      

ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ川副多⽬的広場 〇 〇 〇 〇      

川副運動広場 〇 〇 〇 〇 〇      

東与賀運動公園運動広場 〇 〇      

久保⽥ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 〇 〇      

久保⽥補助ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ  〇 〇      
野球場 市⽴野球場 〇 〇      
ﾃﾆｽｺｰﾄ 市⽴ﾃﾆｽｺｰﾄ  〇     

諸富公園ﾃﾆｽｺｰﾄ   〇    

⼤和中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ   〇 〇   

春⽇運動広場ﾃﾆｽｺｰﾄ   〇    

東与賀運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ  〇 〇    
屋外ﾌﾟｰﾙ 三瀬ﾌﾟｰﾙ  〇      

ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ川副市⺠ﾌﾟｰﾙ  〇      
相撲場 富⼠運動広場相撲場  〇      

佐 

賀 

県 

有 

施 

設 
県総合 

運動場 
陸上競技場     〇  

補助競技場     〇  

第 2 補助競技場     〇  

球技場  〇 〇      

庭球場  〇     

⽔泳場（屋外プール）  〇      
佐賀県 

森林公園 
県営球場 〇 〇      

テニスコート  〇     

アーチェリー場      〇
九州佐賀

国際空港

公園 

多⽬的広場  〇 〇 〇      

参考：佐賀県スポーツ施設ガイド（佐賀県庁⽂化・スポーツ部 スポーツ課） 
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8. 市⺠等からの意⾒ ※第２章ー３.-５） 関連 （ｐ.13） 

市内スポーツ施設で⾏なっている利⽤者満⾜度調査（利⽤者アンケート）等の意⾒を抜粋

している。 

○既存の施設に関する意⾒（屋内） 

施設区分 現状・意⾒ 

【体育館（６）】 

① 佐賀勤労者体育センター 

② 市⽴体育館 

③ 諸富⽂化体育館 

④ ⼤和勤労者体育センター 

⑤ 三瀬勤労福祉センター 

⑥ スポーツパーク川副体育センター 

 

〈施設の程度に関する意⾒・要望〉 

○屋根⽼朽化により⼀部⾬漏りがある（②、④） 

○更⾐室、シャワー室の改善（②） 

〈施設の規模・仕様に関する意⾒・要望〉 

○地域スポーツとしての利⽤価値は⾼いが、観覧席や諸室などがなく、 

  ⼤規模な⼤会の開催は困難である（①〜⑥全施設） 

○フットサルの利⽤ができない（②、③、④） 

○冷⽔器を設置してほしい（②） 

○駐輪場の整備が必要（④、⑥） 

○駐⾞場が不⾜している（②） 

○市⺠利⽤に特化した施設としたほうがよい（②） 

○唯⼀、空調が整備された施設であり「⾒るスポーツ」の拠点となりうる（③） 

○施設がバリアフリー仕様となっている（③） 

○夏場でも⽐較的に涼しいため、夏場の合宿などでの活⽤が期待できる（⑤） 

【武道場（３）】 

① 市⽴⼸道場 

② 諸富⽂化体育館多⽬的室 

③  スポーツパーク川副武道館 

〈施設の規模・仕様に関する意⾒・要望〉 

○観覧席がない（※①〜③全施設） 

○空調をつけてほしい（①〜③全施設） 

【スポーツルーム等（３）】 

① 富⼠運動広場室内練習場 

② スポーツパーク川副 

トレーニングハウス 

③ 東与賀運動公園スポーツルーム 

〈施設の程度に関する意⾒・要望〉 

○施設の⽼朽化が著しい（①、③） 

○トレーニング機器の⽼朽化がみられる（②） 

〈施設の規模・仕様に関する意⾒・要望〉 

○⽼朽化、耐震性の問題はあるが、利⽤者は活動できる場を求めている（③） 

○空調設備がない（①、③） 

【健康増進施設（１）】 

① 健康運動センター健康運動館 

 

〈施設の程度に関する意⾒・要望〉 

○プールの床塗装を改善してほしい 

〈施設の規模・仕様に関する意⾒・要望〉 

○トレーニング機器の増設を検討する必要がある 

○利⽤状況から利⽤者の安全⾯等を考慮すると、施設規模（収容⼈員） 

を再考する必要がある 

○駐⾞場が不⾜している 

〈施設利⽤に関する意⾒・要望〉 

○利⽤者数が増加しており、飽和状態となっている。 
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○既存の施設に関する意⾒（屋外） 

施設区分 現状・意⾒ 

【グラウンド（15）】 

① 市⺠運動広場 

② ⻄神野運動広場 

③ 健康運動センター多⽬的グラウンド 

④ 嘉瀬川河川敷北グラウンド 

⑤ 諸富公園多⽬的広場 

⑥ ⼤和中央公園⾃由広場 

⑦ 春⽇運動公園 

⑧ 富⼠運動広場 

⑨ 富⼠⼭村広場 

⑩ 三瀬グラウンド 

⑪ スポーツパーク川副多⽬的広場 

⑫ 川副運動広場 

⑬ 東与賀運動公園運動広場 

⑭ 久保⽥グラウンド 

⑮ 久保⽥補助グラウンド 

 

〈施設の程度に関する意⾒・要望〉 

○付帯設備の⽼朽化〔スコアボード、バックネットなど〕（⑬） 

〈施設の規模・仕様に関する意⾒・要望〉 

○防球フェンスが低く、場外⾶球がみられる（①、②、⑤、⑭） 

○住宅地に囲まれており、グラウンドとして狭⼩（⑤） 

○屋根付観覧席がない（⑥を除く全施設） 

○落雷対策（緊急時の退避場所）が必要（①〜⑮全施設） 

○⽔場の設置が必要（⑧） 

○⾞椅⼦のまま観覧できる場があったほうがよい（⑥） 

〈施設利⽤に関する意⾒・要望〉 

○夏場は平地に⽐べて気温が低いため、涼しい環境での運動ができる環境などを PR 

すれば夏場の稼働率アップにつながる（⑩） 

○景観がよく開放的であるため練習に集中しやすい環境（⑨） 

○施設（利便性）を PR すれば合宿等での利⽤率が⾼まる可能性がある（⑨） 

【サッカー･ラグビー場（１）】 

①健康運動センターサッカー・ラグビー場 

〈施設の規模・仕様に関する意⾒・要望〉 

○観覧席不⾜ 

○⽇よけや⾬宿りする場所がない 

○施設を活⽤して、プロキャンプ・合宿誘致などを積極的に推進してほしい 

【野球場（１）】 

① 市⽴野球場 

 

〈施設の程度に関する意⾒・要望〉 

○付帯設備の⽼朽化（観覧席、スコアボード、ダグアウトなど） 

〈施設の規模・仕様に関する意⾒・要望〉 

○駐⾞場不⾜ 

○バッティングゲージなど⽤具の整備 

【テニスコート（５）】 

① 市⽴テニスコート 

② 諸富公園テニスコート 

③ 春⽇運動広場テニスコート 

④ ⼤和中央公園テニスコート 

⑤ 東与賀運動公園テニスコート 

 

〈施設の程度に関する意⾒・要望〉 

○クラブハウスの⽼朽化（⑤） 

○設備の⽼朽化が⽬⽴っている（④） 

〈施設の規模・仕様に関する意⾒・要望〉 

○クレーコートの⼈⼯芝化（②〜⑤） 

○⽇よけを設置してほしい〔屋根付ベンチ〕（①、④） 

○防球フェンスを⾼くしてほしい（⑤） 

○体の不⾃由な⽅でも使いやすい、ハードコートがある（④） 

【屋外プール（２）】 

① 三瀬プール 

② スポーツパーク川副市⺠プール 

〈施設の程度に関する意⾒・要望〉 

○施設の⽼朽化が著しい（②） 

○利⽤状況が少ない現状から、維持管理経費を考えると維持が困難ではないか 

【相撲場（１）】 

①  富⼠運動広場 

〈施設の程度に関する意⾒・要望〉 

○⼤会や教室を企画して利⽤者を増やすなど、利⽤促進のための取組みが必要 
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 ○施設の新設に関する意⾒など 

区 分 現状・意⾒ 

施設全般 

 

 

○屋外施設への熱中症等の対応（ミストシャワー等の設置） 

○屋根付グラウンドの整備 

○富⼠しゃくなげ湖にボート・カヌー競技施設の整備 

○⼤規模⼤会が開催できるスポーツ施設の整備 

○⼤会が開催できるようなテニスコートの新設 

 

 

  ○施設の管理運営に関する意⾒など 

区 分 現状・意⾒ 

施設全般 

 

 

○管理者による安全点検や利⽤者も⼀体となった整理・整頓・清掃などの徹底 

○施設名称が従前のままとなっている 

○施設の PR やプロモーションを積極的に⾏うべき 
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9. スポーツ団体等に対するアンケート※第２章ー３.-５） 関連 （ｐ.13） 

スポーツ関係団体調査結果 

①調査の概要 

調査期間 平成 29 年 9 ⽉ 20 ⽇〜平成 29 年 9 ⽉ 29 ⽇ 

調査対象 競技団体（佐賀市体育協会加盟団体等）  34 団体 

佐賀市スポーツ少年団加盟団体       39 団体 

佐賀市レクリエーション協会            1 団体 

障がい者団体（佐賀県障がい者スポーツ協会）1 団体 

             合計            75 団体 

回答数／回収

率 

競技団体（佐賀市体育協会加盟団体等）   25 団体（73.5％） 

佐賀市スポーツ少年団加盟団体         18 団体（46.2％） 

佐賀市レクリエーション協会             1 団体（100％） 

障がい者団体（佐賀県障がい者スポーツ協会） 1 団体（100％） 

             合計             45 団体（60.0％） 

回答団体の属性 

競技種⽬ 

（複数回答） 

野球（1）、ソフトボール（2）、サッカー（2）、ラグビー（1）、ゲートボール

（1）、バレーボール（4）、バスケットボール（6）、バトミントン（1）、卓球

（2）、相撲（1）、⽔泳（1）、テニス（1）、剣道（3）、柔道（2）、

太極拳（1）、空⼿（5）、クレー・ライフル射撃（1）、スキー（1）、アーチ

ェリー（1）、ボーリング（1）、ゴルフ（1）、ミニテニス（1）、ミニバレー

（2）、パークゴルフ（1）、ニュースポーツ（2）、その他（4） 

活動エリア 

（複数回答） 

 

活動エリアは、佐

賀地区が⼀番多

く 39.5％、次い

で 諸 富 地 区

12.3％、⼤和地

区 12.3%と続い

ている。 
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○【よく利⽤する

ス ポ ー ツ 施 設

（ 県 の 施 設 、

⼩・中学校の体

育館等含む）を

記 ⼊ し て く だ さ

い】 

 

※市有施設はス

ポーツ施設と学

校 体 育 施 設 が

存在している。 

 

 
 

○【よく利⽤する

ス ポ ー ツ 施 設

（ 県 の 施 設 、

⼩・中学校の体

育館等含む）を

記 ⼊ し て く だ さ

い】 

〈市有体育施設（屋内）〉 

（スポーツ施設） 

佐賀勤労者体育センター、市⽴体育館、諸富⽂化体育館、⼤和勤労者体

育センター、スポーツパーク川副武道館。 

（学校体育施設） 

市⽴中学校体育館・⼩学校体育館 
 
〈市有体育施設（屋外）〉 

（スポーツ施設） 

市⺠運動広場、スポーツパーク川副多⽬的グラウンド、⼤和中央公園⾃由

広場、健康運動センター多⽬的グラウンド、市⽴野球場、市⽴テニスコート 

（学校体育施設） 

市⽴中学校グラウンド・⼩学校グラウンド 
 
〈県有施設（屋内）〉 

市村記念体育館、佐賀県射撃研修センター、県総合体育館柔道場 
 
〈県有施設（屋外）〉 

佐賀県総合運動場庭球場、佐賀県⽴森林公園テニスコート 
 
〈その他（屋内）〉 

メートプラザ、校区公⺠館等、学校等柔道場、⺠間ボーリング場 
 
〈その他（屋外）〉 

⻄神野記念公園、⺠間ゴルフ場、⺠間スキー場、⼤中島河川敷 

 

スポーツ施設

13%

学校体育施設

19%

スポーツ施設

17%

学校体育

施設

6%
県有施設

（屋内）

6%

県有施設

（屋外）

9%

その他（屋内）

15%

その他（屋外）

15%

市有施設

（屋内）

32%

市有施設

（屋外）

23%

よく利⽤するスポーツ施設は、市有施設（屋内・屋外）の利⽤が全体の 55%と⾼

い現状であるが、市有施設で対応できないスポーツや⼤会などは県有施設、また、

⺠間施設などを活動の場として利⽤されている。 
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○【⼤会・試合（リーグ戦等）の主

催・運営はありますか】 

 

 アンケート調査対象団体の約7割が

⼤会・試合の主催・運営を⾏ってい

る。 

 施設区分別の結果では、市有施設

（屋外）、県有施設（屋内）を利

⽤している団体は、多くの⼤会・試合

の主催・運営を⾏なっている。 

 市有施設（屋内）では、主催・運

営を⾏なっている割合が 57.1％、県

有施設（屋外）では、60％と全体に

⽐べて低くなっている。これは⼤会開

催の他に練習や地域活動などの利⽤

があったため数値が低くなったと考えら

れる。 

 

○【⼤会・試合（リーグ戦等）の規模

はどのくらいですか】 

 

 全体では、「市⼤会」29.7％、「県

⼤会」23.4％、九州⼤会が 6.3％、

全国⼤会が 4.7％となっている。 

 施設区分別で⾒ると、市有施設は

市⼤会が多くなっている。 

九州⼤会や全国⼤会をみると、県

有 施 設 （ 屋 内 ） で 合 わ せ て 、

33.4％が利⽤されている。屋内の⼤

規模⼤会は県有施設を使われている

ようである。市有施設（屋外）では

21.4％、県有施設（屋外）では

14.3％の割合で九州⼤会や全国⼤

会が⾏なわれている。 

 
 

68.9%

57.1%

100.0%

100.0%

60.0%

66.7%

80.0%

11.1%

9.5%

40.0%

16.7%

20.0%

33.3%

16.7%

20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

市有施設（屋内）

市有施設（屋外）

県有施設（屋内）

県有施設（屋外）

その他（屋内）

その他（屋外）

ある ない 無回答

12.5%

4.2%

7.1%

33.3%

33.3%

28.6%

29.7%

37.5%

35.7%

16.7%

28.6%

16.7%

14.3%

23.4%

16.7%

35.7%

16.7%

28.6%

16.7%

28.6%

6.3%

14.3%

16.7%

14.3%

4.7%

7.1%

16.7%

14.3%

23.4%

41.7%

28.6%

33.3%

14.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

市有施設（屋内）

市有施設（屋外）

県有施設（屋内）

県有施設（屋外）

その他（屋内）

その他（屋外）

地域の⼤会 市⼤会 県⼤会 九州⼤会 全国⼤会 無回答
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○【⼤会・試合（リーグ戦等）につい

て佐賀市のスポーツ施設で開催でき

ていますか】 

 

 全体で⾒ると、66.7％が開催でき

ると回答している。 

 施設区分別で⾒ると、市有施設を

利⽤している団体については、屋内が

64.3％、屋外が100％と、⾼い割合

で開催が可能の回答となっている。 

市の施設を利⽤している団体につ

いては市⼤会及び県⼤会規模の⼤

会を開催しているため、市有の施設で

開催可能と判断しているためと考えら

れる。 

 

 

 

自由記載欄（一部抜粋） 

○【⼤会を開催するにはどのような仕

様がいりますか】 

【市有施設（屋内）】 

・バレーコートは２⾯必要 

・本部席が設営できる場所（ステージ等）が必要 

・卓球の⼤会は卓球台が２０台以上の広さが必要 

・規模の⼤きな⼤会を開催するには最低２⾯の試合会

場、観覧席、練習控室が必要になる 

【市有施設（屋外）】 

・ソフトボール（４⾯〜６⾯） 

・テニスコートは、８⾯では⾜りない、１４⾯は必要 

○【⼤会を開催する際、施設につい

て気になる点・改善してほしい点をご

記⼊ください】 

【市有施設（屋内）】 

・空調の効く体育館がハートフルしかなく、夏季の⼤会の運

営が難しい 

・佐賀市の中⼼部に柔道が出来る市⽴の施設がない 

・駐⾞場の拡張が必要 

【市有施設（屋外）】 

・駐⾞場が必要、駐⾞場の拡張 

・付属の練習場が無いため設置してほしい 

・テニスコートの⾯数、観客席の不⾜ 

66.7%

64.3%

100.0%

33.3%

20.0%

100.0%

75.0%

13.9%

7.1%

66.7%

20.0%

25.0%

19.4%

28.6%

60.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

市有施設（屋内）

市有施設（屋外）

県有施設（屋内）

県有施設（屋外）

その他（屋内）

その他（屋外）

はい いいえ 無回答
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○【佐賀市の施設・設備に対する

満⾜度はいかがですか（照明、備

品等）】 

 

 全体では、「普通」が 42.2％と

最も多く、次いで、「不満」17.8％

となっている。 

 施設区分別で⾒ると市有施設

（屋内）では、「やや不満」、「不

満」が合わせて 38.1％、市有施

設（屋外）では、「やや不満」、

「不満」が合わせて 60.0％と⾼い

値を⽰している。 

  

 

○【佐賀市の施設・設備について

気になる・改善してほしい点をご記

⼊ください 

【市有施設（屋内）】 

・空調の設置、放送設備の改良 

・施設の案内（道路標識）をわかりやすくしてほしい 

・多⽬的機能を併せ持った「佐賀市⽴武道館」を設けてほし

い 

【市有施設（屋外）】 

・市⺠運動広場の⼊⼝が狭く⽤具の搬⼊が難しい 

・駐⾞場が少なく、あっても近くには停められない 

・照明、照度の不⾜ 

・テニスコートのコートコンディションが悪い 

 

6.7%

40.0%

16.7%

11.1%

4.8%

33.3%

60.0%

42.2%

52.4%

33.3%

20.0%

66.7%

40.0%

11.1%

14.3%

20.0%

16.7%

17.8%

23.8%

40.0%

20.0%

11.1%

4.8%

33.3%

20.0%

40.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

市有施設（屋内）

市有施設（屋外）

県有施設（屋内）

県有施設（屋外）

その他（屋内）

その他（屋外）

満⾜ やや満⾜ 普通 やや不満 不満 無回答
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○【施設の運営に対する満⾜度はい

かがですか（窓⼝対応、施設内の

整理整頓等）】 

 

 全体では、「普通」が 37.8％と最

も多く、次いで、「満⾜」「やや満⾜」

がそれぞれ 17.8％となっている。 

 施設区分別で⾒ると、市有施設

（屋外）では「やや満⾜」以上が

60.0％と⾼い値を⽰している。また、

市有施設（屋内）に関しては、「や

や満⾜」「満⾜」が合わせて 33.3％

となっているが、「やや不満」「不満」

が合わせて 9.6％となっている。 

 

○【佐賀市のスポーツ施設に関する

意⾒および、不⾜しているスポーツ施

設等がありましたら⾃由に記⼊くださ

い】 

【市有施設（屋内）】 

・⼤きな⼤会は、施設が⼩さいため開催できない 

・施設へのアクセス道路の表⽰が少なすぎる 

・総合体育施設が必要 

・型や動きを重視する武術、ダンス、バレエ、体操などに対

し、少⼈数や個⼈練習⽤の⼤鏡を備えた⼩部屋が複数欲

しい 

・予約の⼿順が施設ごとに違っていること、申請書等の書式

が違っているなどがあり、市の施設として統⼀すると良いと思

う 

・市の中⼼部に多⽬的機能を持つ「佐賀市⽴武道館」を

設けてほしい 

・県下の⼤会が実施できる柔道、剣道等武道の専⽤施設

を整備してほしい 

【市有施設（屋外）】 

・ラグビー専⽤グラウンドがない 

・佐賀市⽴野球場に練習場が無い 

・テニス⼤会においては、コート数の不⾜、観客席不⾜、駐

⾞場不⾜ 

・夜間照明施設の充実 

 

17.8%

19.0%

40.0%

20.0%

16.7%

17.8%

14.3%

20.0%

40.0%

33.3%

37.8%

47.6%

40.0%

20.0%

50.0%

20.0%

2.2%

4.8%

2.2%

4.8%

22.2%

9.5%

100.0%

20.0%

80.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

市有施設（屋内）

市有施設（屋外）

県有施設（屋内）

県有施設（屋外）

その他（屋内）

その他（屋外）

満⾜ やや満⾜ 普通 やや不満 不満 無回答
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10. ⼤会別の競技⼀覧 ※第２章ー４ 関連 （ｐ.15、ｐ.17） 

競技種⽬ 
国⺠体育⼤会 

（H35 国体予定競技） 
県⺠体育⼤会 市⺠体育⼤会 

オリンピック 

（2020 東京オリンピック競技）

陸上競技 〇 〇 〇 〇 
⽔泳 〇 〇 〇 〇 
サッカー 〇 〇 〇 〇 
テニス 〇 〇 〇 〇 
ボート 〇 〇 
ホッケー 〇 〇 
バレーボール 〇 〇 〇 〇 
体操 〇 〇 〇 
バスケットボール 〇 〇 〇 〇 
レスリング 〇 〇 
セーリング 〇 〇 
ウエイトリフティング 〇 〇 
ハンドボール 〇 〇 
⾃転⾞ 〇 〇 
ソフトテニス 〇 〇 〇  
卓球 〇 〇 〇 〇 
野球 〇（軟式） 〇（軟式） 〇（軟式） 〇 
相撲 〇 〇 〇  
⾺術 〇 〇 
フェンシング 〇 〇 
柔道 〇 〇 〇 〇 
ソフトボール 〇 〇 〇 〇 
バドミントン 〇 〇 〇 〇 
⼸道 〇 〇 〇  
射撃 〇（ライフル、クレー） 〇（ライフル、クレー） 〇（クレー） 〇 
剣道 〇 〇 〇  
ラグビーフットボール 〇 〇 〇 
⼭岳 〇  
カヌー 〇 〇 
アーチェリー 〇 〇 
空⼿道 〇 〇 〇 
銃剣道 〇 〇  
なぎなた 〇 〇  
ボウリング 〇 〇  
ゴルフ 〇 〇 〇 〇 
トライアスロン 〇 〇 
ゲートボール  〇 〇  
グラウンド・ゴルフ  〇 〇  
ボクシング  〇 
近代５種  〇 
スケートボード  〇 
スポーツクライミング  〇 
サーフィン  〇 
テコンドー  〇 
ミニバレー  〇  
ミニテニス  〇  
ソフトバレー  〇  
スキー  〇  
スポーツ吹⽮   〇  

 

 

 

 

 

参考：佐賀県庁⽂化・スポーツ部 スポーツ課ホームページ 

公益財団法⼈東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会組織委員会ホームページ等
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競技種⽬ 
全国障害者スポーツ⼤会 

（H35 全障スポ予定競技） 
県障がい者スポーツ⼤会 

パラリンピック 

（2020 東京パラリンピック） 

陸上競技 〇 〇 〇 
⽔泳 〇 〇 〇 
アーチェリー 〇 〇 〇 
卓球(サウンドテーブルテニス含

む) 
〇 〇 〇 

フライングディスク(アキュラシー、

ディスタンス) 
〇 〇  

ボウリング 〇 〇  
バスケットボール 〇  
サッカー 〇 〇（５⼈制） 
ソフトボール 〇  
グランドソフトボール 〇  
バレーボール 〇 〇（シューティング） 
⾞椅⼦バスケットボール 〇 〇 
フットベースボール 〇  
ボッチャ 〇 〇 
卓球バレー  〇  
バドミントン  〇 
カヌー  〇 
⾃転⾞競技  〇 
⾺術  〇 
ゴールボール  〇 
柔道  〇 
パワーリフティング  〇 
射撃  〇 
ウィルチェアーラグビー  〇 
テコンドー  〇 
トライアスロン  〇 
フェンシング  〇 
テニス  〇 
スポーツ吹⽮  〇  
ボート  〇 

参考：佐賀県庁⽂化・スポーツ部 スポーツ課ホームページ 

公益財団法⼈東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会組織委員会ホームページ等
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11. 各種計画等抜粋 ※第 1 章ー２ 関連 Ｐ2 

 

[スポーツ基本法（抜粋）] 

 （指導者等の養成等） 

第⼗⼀条 国及び地⽅公共団体は、スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄与する⼈材（以下「指導

者等」という。）の養成及び資質の向上並びにその活⽤のため、系統的な養成システムの開発⼜は利⽤への

⽀援、研究集会⼜は講習会（以下「研究集会等」という。）の開催その他の必要な施策を講ずるよう努め

なければならない。 

 

 （スポーツ施設の整備等） 

第⼗⼆条 国及び地⽅公共団体は、国⺠が⾝近にスポーツに親しむことができるようにするとともに、競技⽔

準の向上を図ることができるよう、スポーツ施設（スポーツの設備を含む。以下同じ。）の整備、利⽤者の需

要に応じたスポーツ施設の運⽤の改善、スポーツ施設への指導者等の配置その他の必要な施策を講ずるよう

努めなければならない。 

2  前項の規定によりスポーツ施設を整備するに当たっては、当該スポーツ施設の利⽤の実態等に応じて、安

全の確保を図るとともに、障害者等の利便性の向上を図るよう努めるものとする。 

 

 （学校施設の利⽤） 

第⼗三条 学校教育法（昭和⼆⼗⼆年法律第⼆⼗六号）第⼆条第⼆項に規定する国⽴学校及び公

⽴学校の設置者は、その設置する学校の教育に⽀障のない限り、当該学校のスポーツ施設を⼀般のスポー

ツのための利⽤に供するよう努めなければならない。 

2 国及び地⽅公共団体は、前項の利⽤を容易にさせるため、⼜はその利⽤上の利便性の向上を図るため、

当該学校のスポーツ施設の改修、照明施設の設置その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

 

 （スポーツ事故の防⽌等） 

第⼗四条 国及び地⽅公共団体は、スポーツ事故その他スポーツによって⽣じる外傷、障害等の防⽌及びこ

れらの軽減に資するため、指導者等の研修、スポーツ施設の整備、スポーツにおける⼼⾝の健康の保持増進

及び安全の確保に関する知識（スポーツ⽤具の適切な使⽤に係る知識を含む。）の普及その他の必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 
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[第２期スポーツ基本計画（抜粋）]  

中⻑期的なスポーツ政策の基本⽅針 

１. スポーツで「⼈⽣」が変わる！ 

２. スポーツで「社会」を変える！ 

３. スポーツで「世界」とつながる！ 

４. スポーツで「未来」を創る！ 

 

スポーツ施設やオープンスペース等のスポーツに親しむ場の確保 

［施策⽬標］ 

既存施設の有効活⽤や，オープンスペース等のスポーツ施設以外のスポーツができる場の創出を含め，ス

トックの適正化と安全で多様なスポーツ環境の持続的な確保を⽬指す。そのため，地域住⺠がスポーツに利

⽤可能な施設の実態を的確に把握し，スポーツ施設に関する計画の策定を進める 

 

 

 

 

 [第２次佐賀市総合計画 2015（抜粋）] 

豊かな⾃然とこどもの笑顔が輝くまち さが 

1. 地域資源を活かして新たな賑わいと活⼒を創出するまち 

2. 災害に強く、安⼼で利便性が⾼い暮らしが実現できるまち 

3. 住み慣れた地域で⽀え合い、⾃分らしく⾃⽴した⽣活ができるまち 

4. 恵まれた⾃然と共⽣し、⼈と地球にやさしいまち 

5. ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅⼒ある⼈と⽂化を育むまち 

6. 互いに尊重し合い、共に創るふれあいのあるまち 

7. 効果的・効率的で信頼される⾏政経営が⾏われているまち 

 

5 章 施策 27 誰もが親しめる市⺠スポーツの充実 

取り組み⽅針 

市⺠のライフステージに応じた健康、体⼒づくりを進めるため、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに

接することのできる環境づくりに取り組みます。 

取り組み（基本事業） 

①⽣涯スポーツの推進 ②競技スポーツの推進 ③スポーツ施設の整備と活⽤ 
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[佐賀市公共施設等総合管理計画 概要] 

公共施設等総合管理計画策定の背景と⽬的 

公共施設等の全体像を把握し、⻑期的な視点をもって施設等の更新・統廃合・⻑寿命化などを計画的

に⾏い、将来的な市の財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することを⽬

的としています。 

総合管理計画の位置づけ 

本市の公共施設等の今後のあり⽅についての基本的な⽅向性を⽰したもの。 

また、上位計画である「第２次佐賀市総合計画」において定めたまちづくりの⽅針と整合を図り、各分野別

計画の取組みと連動しながら、全庁横断的な施設管理を進めていくための計画として作成しています。 

 

公共施設等の管理に関する基本⽅針 

（１）総量の最適化 

（２）⻑寿命化 

 

施設分類ごとの管理に関する基本的な⽅針 

・建築系施設は、分類ごとに今後の取組みを整理 

・⼟⽊系施設は、原則として既存計画等に沿って維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設数、床⾯積 20 施設、31,036 ㎡ 

主な施設 体育館、運動広場 

検討の優先度 中 

今後の取り組みにお

ける考え⽅ 

○スポーツ施設については、今後策定予定の整備計画に基づく取り組みを基本としま

す。 

○その他の施設は、利⽤状況や全市的なバランス等をふまえ、施設や機能の必要性

を検討します。 

09 健康・レクリエーション 
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[佐賀県総合運動場等整備基本計画（概要）] 

整備にあたっての基本的考え⽅ 

総合運動場・総合体育館エリアの整備にあたっては、⻑きにわたり県⺠の夢や感動を⽣み出すスポーツの⼀⼤拠

点づくりであるとともに、「さが躍動」の象徴的エリアづくりであることを念頭に、今後の佐賀県の浮揚にも活かしていくた

め、広く県⺠の⽅々が、スポーツを『する』楽しみはもちろんのこと、『観る』楽しみや『⽀える』楽しみなど、それぞれのスタ

イルでスポーツを楽しむことができる施設を⽬指すとともに、本県ゆかりのアスリートが様々な競技で活躍し続けられるよ

うな『育てる』機能や、スポーツをしない⼈たちも楽しんでいただけるような『憩い・にぎわう』空間を持つ施設となるように

整備を⾏うこととします。 

整備基本⽅針・⽅向性 

（１）県有スポーツ施設としてのあるべき機能・設備を備えた施設 

・ スポーツを楽しむ環境を整える 

・ 競技⼒の向上を⽀援する環境を整える 

・ スポーツツーリズムを推進できる環境を整える 

（２）⽀える側も楽しめる施設 

・応援やスポーツボランティアを通じて運営を⽀えるなど、スポーツを⽀える側も活⽤できる施設の整備 

（３）多⽬的な利⽤ができる施設 

・スポーツを⾏わない⼈でも憩い、集えるような施設の整備 

・コンサートなど、スポーツ以外での利⽤が可能な施設の整備 

 

エリアのゾーニング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：佐賀県総合運動場等整備基本計画 

アリーナ、テナント棟、ペデストリアンデッ
キ（歩⾏者⽤デッキ）を整備し、『観
る』スポーツの中⼼地として、⼈が集ま
り、『憩い・にぎわう』ようなエリアとしま
す。 

 

 

 

陸上競技やサッカー、ラグビー、
テニス、⽔泳など、主に屋外競
技を中⼼とした『する』スポーツの
拠点エリアとします。 

屋内競技を中⼼とした「する」スポーツ、 
屋内競技のトレーニングセンターとして 
『育てる』スポーツの拠点エリアとします。 

⻄エリア 
東エリア 

中央エリア 


